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本講義の狙い・位置づけ

• 各相談支援従事者研修との関係において必要な情報を取りまとめて提供すること
• 本講義の他、PG03、PG04、PG05、PG06 PG07 も参照のこと
• 各都道府県で実施する研修において活用する場合は、上記の各PGも含めて講義資料を時点更新等を行う
• 本講義資料巻末の参考資料についても同様

PG03 PG04 PG05 PG06 PG07

障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律及び
児童福祉法等の現状（1.5時間）

本人を中心とした支援におけるケ
アマネジメント及びコミュニティ
ソーシャルワークの理論と方法
（3時間）

実践研究及びスーパービジョンに
よる人材育成の理論と方法（1.5
時間）

１
日
目

講
義

現任研修 標準カリキュラム

障害福祉施策等の動向（1時間）

主任相談支援専門員の役割と視
点（2時間）

相談支援事業所における運営管
理（3時間）

１
日
目

主任研修 標準カリキュラム

障害者総合支援法の理念・現状
とサービス提供プロセス及びそ
の他関連する法律等に関する理
解（1.5時間）

障害者総合支援法及び児童福祉
法における相談支援（サービス
提供）の基本（1.5時間）

２
日
目

講
義

初任研修 標準カリキュラム

講
義
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障害保健福祉施策の概況
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「ノーマライゼーション」理念の浸透

【H15】

【S56】


身体障害者福祉法
（昭和24年制定）

知的障害者福祉法
（精神薄弱者福祉法
として昭和35年制定）

精神保健福祉法
（精神衛生法として

昭和25年制定）






障
害
者
自
立
支
援
法
施
行

【H18】

障
害
者
総
合
支
援
法
施
行

支
援
費
制
度
の
施
行

精神衛生
法から精神
保健法へ

【S62】

精神薄弱者福祉
法から知的障害

者福祉法へ

【H10】

精神保健法か
ら精神保健福

祉法へ

【H7】

利用者が
サービスを選択
できる仕組み

３障害
共通の制度

国
際
障
害
者
年

完
全
参
加
と
平
等

地域生活
を支援

心身障害者対策基本法
から障害者基本法へ

【H5】

“

”

障害者基本法
の一部改正

【H23】 共生社会の
実現

【H25.4】

障
害
者
自
立
支
援
法
・

児
童
福
祉
法
の
一
部
改
正
法
施
行

【H24.4】

相談支援の充実、障害児
支援の強化など

地域社会に
おける共生の実現

難病等を
対象に

「生活」と「就労」に
関する支援の充実など

障
害
者
総
合
支
援
法
・

児
童
福
祉
法
の
一
部
改
正
法
施
行

【H30.4】

障害保健福祉施策の歴史

障
害
者
総
合
支
援
法
等
一
部
改
正

法
成
立

(

令
和
６
年
４
月
等
施
行
予
定)

【R4.12】

障害者基本法
（心身障害者対策基本法

として昭和45年制定）
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための
法律等の一部を改正する法律（令和4年法律第104号）の概要 （令和4年12月10日成立、同月16日公布）

施行期日
令和６年４月１日（ただし、２①及び５の一部は公布後３年以内の政令で定める日、３②の一部、５の一部及び６②は令和５年４月１日、４①及び②の一部は令和５年10月１日）

改正の概要
１．障害者等の地域生活の支援体制の充実【障害者総合支援法、精神保健福祉法】

① 共同生活援助（グループホーム）の支援内容として、一人暮らし等を希望する者に対する支援や退居後の相談等が含まれることを、法律上明確化する。
② 障害者が安心して地域生活を送れるよう、地域の相談支援の中核的役割を担う基幹相談支援センター及び緊急時の対応や施設等からの地域移行の推進を担う地

域生活支援拠点等の整備を市町村の努力義務とする。
③ 都道府県及び市町村が実施する精神保健に関する相談支援について、精神障害者のほか精神保健に課題を抱える者も対象にできるようにするとともに、これら

の者の心身の状態に応じた適切な支援の包括的な確保を旨とすることを明確化する。

２．障害者の多様な就労ニーズに対する支援及び障害者雇用の質の向上の推進【障害者総合支援法、障害者雇用促進法】

① 就労アセスメント（就労系サービスの利用意向がある障害者との協同による、就労ニーズの把握や能力・適性の評価及び就労開始後の配慮事項等の整理）の手
法を活用した「就労選択支援」を創設するとともに、ハローワークはこの支援を受けた者に対して、そのアセスメント結果を参考に職業指導等を実施する。

② 雇用義務の対象外である週所定労働時間10時間以上20時間未満の重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者に対し、就労機会の拡大のため、実雇用率に
おいて算定できるようにする。

③ 障害者の雇用者数で評価する障害者雇用調整金等における支給方法を見直し、企業が実施する職場定着等の取組に対する助成措置を強化する。

３．精神障害者の希望やニーズに応じた支援体制の整備【精神保健福祉法】

① 家族等が同意・不同意の意思表示を行わない場合にも、市町村長の同意により医療保護入院を行うことを可能とする等、適切に医療を提供できるようにするほ
か、医療保護入院の入院期間を定め、入院中の医療保護入院者について、一定期間ごとに入院の要件の確認を行う。

② 市町村長同意による医療保護入院者を中心に、本人の希望のもと、入院者の体験や気持ちを丁寧に聴くとともに、必要な情報提供を行う「入院者訪問支援事
業」を創設する。また、医療保護入院者等に対して行う告知の内容に、入院措置を採る理由を追加する。

③ 虐待防止のための取組を推進するため、精神科病院において、従事者等への研修、普及啓発等を行うこととする。また、従事者による虐待を発見した場合に都
道府県等に通報する仕組みを整備する。

４．難病患者及び小児慢性特定疾病児童等に対する適切な医療の充実及び療養生活支援の強化【難病法、児童福祉法】

① 難病患者及び小児慢性特定疾病児童等に対する医療費助成について、助成開始の時期を申請日から重症化したと診断された日に前倒しする。
② 各種療養生活支援の円滑な利用及びデータ登録の促進を図るため、「登録者証」の発行を行うほか、難病相談支援センターと福祉・就労に関する支援を行う者

の連携を推進するなど、難病患者の療養生活支援や小児慢性特定疾病児童等自立支援事業を強化する。

５．障害福祉サービス等、指定難病及び小児慢性特定疾病についてのデータベース（ＤＢ）に関する規定の整備【障害者総合支援法、児童福祉法、難病法】

 障害ＤＢ、難病ＤＢ及び小慢ＤＢについて、障害福祉サービス等や難病患者等の療養生活の質の向上に資するため、第三者提供の仕組み等の規定を整備する。

６．その他【障害者総合支援法、児童福祉法】

① 市町村障害福祉計画に整合した障害福祉サービス事業者の指定を行うため、都道府県知事が行う事業者指定の際に市町村長が意見を申し出る仕組みを創設する。
② 地方分権提案への対応として居住地特例対象施設に介護保険施設を追加する。 等 

このほか、障害者総合支援法の平成30年改正の際に手当する必要があった同法附則第18条第２項の規定等について所要の規定の整備を行う。

障害者等の地域生活や就労の支援の強化等により、障害者等の希望する生活を実現するため、①障害者等の地域生活の支援体制の充実、②障害者の多様な就労ニー
ズに対する支援及び障害者雇用の質の向上の推進、③精神障害者の希望やニーズに応じた支援体制の整備、④難病患者及び小児慢性特定疾病児童等に対する適切な医
療の充実及び療養生活支援の強化、⑤障害福祉サービス等、指定難病及び小児慢性特定疾病についてのデータベースに関する規定の整備等の措置を講ずる。

改正の趣旨
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障害保健福祉に関する動き

令和７年度

令和８年度

令和９年度

■障害福祉計画等に関する基本指針の改正

★社会福祉法等の一部改正法案提出（市町村・都道府県に
よる障害福祉計画
等の策定作業）

※法の成立後、基本指針の所要の改正

令和６年度

令和11年度

令和12年度

●令和６年度障害福祉サービス等報酬改定

第４期障害児福祉計画期間
第８期障害福祉計画期間

★障害者総合支援法等のR４改正の施行
※法の施行後５年を目途とする検討規定

●令和８年度障害福祉サービス等報酬改定

●令和９年度障害福祉サービス等報酬改定

●令和12年度障害福祉サービス等報酬改定

～

障害福祉計画等・制度改正 障害福祉サービス等報酬
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障害福祉に関する状況の変化（まとめ）

○障害福祉サービス関係予算額：
約0.9兆円（H25（2013）年度）→約2.3兆円（R８（2026）年度）

○障害福祉サービス等の利用者数：
817,110人（H25 （2013）年度）→1,732,396人（R７ （2025）年度） ※各年度10月時点

○障害福祉サービス等の事業所数：
83,198箇所（H25 （2013）年度）→163,415箇所（R６ （2024）年度） ※各年度３月時点

○入所施設から地域生活に移行した人数：
累計14,329人（H27 （2015）年度～R５ （2023）年度※基本指針第４期～第６期）

○就労系障害福祉サービスから一般就労へ移行した人数：
約1.0万人（H25 （2013）年）→約2.9万人（R６ （2024）年）

○障害福祉サービスと全産業の平均賃金の差：
9.5万円（H25 （2013）年）→7.7万円（R７ （2025）年）

○障害福祉サービス従事者の有効求人倍率：
1.73（H25 （2013）年度）→3.36（R６ （2024）年度） ※Ｈ25年度は障害者総合支援法施行年度

（※障害者・児をまとめた数値）
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0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

22,000

24,000

4,622億円
5,090億円

5,228億円
5,873億円

6,498億円
7,582億円

8,376億円

9,215億円
9,475億円

9,850億円

10,542億円

11,148億円
11,885億円

12,578億円
13,111億円

13,859億円

14,728億円

15,651億円

16,531億円

18,145億円

507億円
495億円

478億円
557億円

560億円

522億円
625億円

840億円
1,055億円

1,395億円
1,778億円

2,320億円

2,810億円
3,420億円

3,835億円
4,256億円

4,483億円

4,690億円

4,871億円

5,148億円

障害児措置費・給付費（義務的経費）

自立支援給付費等（義務的経費）

障害福祉サービス関係予算額は１９年間で約４．５倍に増加している。

5,129億円

5,585億円
（+8.9%）

5,706億円
（+2.2%）

6,430億円
（+12.7%）

7,058億円
（+9.8%）

8,104億円
（+14.8%）

9,001億円
（+11.1%）

（億円）

障害福祉サービス等予算の推移

10,055億円
（+11.7%）

10,530億円
（+4.7%）

11,244億円
（+6.8%）

12,319億円
（+9.6%）

13,468億円
（+9.3%）

14,695億円
（+9.1%）

15,998億円
（+8.9%）

16,946億円
（+5.9%）

18115億円
（+6.9%）

19,211億円
（+6.1%）

※ 令和５年度からはこども家庭庁計上（■）
20,341億円

（+5.9%）

21,402億円
（+5.2%）

23,293億円
（+8.8%）
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（億円）

障害福祉サービス等の総費用額の推移

※ 国保連データから作成。

知的

身体

精神

障害児
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近年の障害福祉サービス等の総費用額の動向

19.3 19.4 19.7 20.1
21.3

R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

一人当たり費用額(月額平均)の推移（万

円）

障害者・障害児

2.4 2.6 2.7
2.9

3.3

0.5 
0.6 

0.7 

0.8 

0.9 

R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

総費用額の推移（兆円）

障害者 障害児

91 95 98 103 107 

37 42 46 52 56 

R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

平均利用者数(１ヶ月平均)の推移（万

人）

障害者 障害児

7.6%

＋0.2兆円

9.1%

＋0.3兆円

12.1%

＋0.5兆円

7.7%

+0.3兆円

6.2% 6.7% 5.8%
6.7%

1.3%
2.2%

0.9%

（出典）国保連データ

6.0%

⚫ 最近の政府予算では、対前年度５～６％程度の伸び(※)を確保してきたが、R5年度からR6年度の費用の伸び(12.1%)は、

これを大きく上回っている。 ※ R3年度:+5.9%、R4年度:+6.9%、R5年度:+6.1%、R6年度:+5.9%、R7年度:+5.2%

⚫ このR5年度からR6年度の伸びの状況を見てみると、

・ 一人当たりの総費用額が、R6改定の改定率(＋1.12％)を大きく上回って、 6.0％の伸びとなっている

・ 利用者数は、近年の動向と同様に、5.8%の伸びとなっている

⇒ 制度の持続可能性を確保する観点から、検討が必要
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R5→R6年度の主なサービスごとの年間総費用額の推移と伸び率

⚫年間総費用額全体に占める割合が１％以上のサービス類型について、R5年度からR6年度にかけての年間総費用額の

伸び幅・伸び率は以下のとおり。

年間総費用額と伸び幅・伸び率 サービスごとの年間総費用額と伸び率の比較（イメージ）

10.1%

14.5%
14.9%

2.3%

5.6%

16.5%

13.2%

7.2% 4.6%

20.1%

14.3% 14.9%

R5年度 R6年度 伸び率

(R5→R6)

年間総費用額（億円） 伸び幅
(R5→R6)

伸び率
(R5→R6)R5年度 R6年度

居宅介護 2,600 2,863 263 10.1%

重度訪問介護 1,417 1,622 205 14.5%

短期入所 511 586 76 14.9%

療養介護 697 713 16 2.3%

生活介護 8,602 9,085 483 5.6%

施設入所支援 2,124 2,475 351 16.5%

共同生活援助 4,163 4,712 548 13.2%

就労移行支援 800 858 57 7.2%

就労継続支援Ａ型 1,792 1,875 83 4.6%

就労継続支援Ｂ型 5,242 6,294 1,052 20.1%

児童発達支援 2,388 2,728 341 14.3%

放課後等デイサービス 5,306 6,098 792 14.9%

障害者 29,234 32,548 3,315 11.3%

障害児 8,067 9,261 1,194 14.8%

全体 37,300.7 41,809.8 4,509 12.1%

（出典）国保連データ
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障害福祉サービス等におけるサービス種類別にみた総費用額及び構成割合

出典：国保連データ

※端数処理の関係で内訳の合計は総数に一致しない。

金額 比率
合計 41,810 100.0%
居宅介護 2,863 6.8%
重度訪問介護 1,622 3.9%
短期入所 586 1.4%
療養介護 713 1.7%
生活介護 9,085 21.7%
施設入所支援 2,475 5.9%
共同生活援助 （介護サービス包括型) 3,905 9.3%
就労継続支援Ａ型 1,875 4.5%
就労継続支援Ｂ型 6,294 15.1%
就労移行支援 858 2.1%
計画相談支援 538 1.3%
児童発達支援 2,728 6.5%
放課後等デイサービス 6,098 14.6%
その他 2,170 5.2%

同行援護 241 0.6%

行動援護 253 0.6%

重度障害者等包括支援 5 0.0%

自立生活援助 3 0.0%

共同生活援助（外部サービス利用型) 151 0.4%

共同生活援助（日中サービス支援型） 655 1.6%

宿泊型自立訓練 48 0.1%

自立訓練(機能訓練) 29 0.1%

自立訓練(生活訓練) 265 0.6%

就労移行支援（養成施設） 1 0.0%

就労定着支援 74 0.2%

地域移行支援 3 0.0%

地域定着支援 6 0.0%

障害児相談支援 230 0.6%

医療型児童発達支援 4 0.0%

居宅訪問型児童発達支援 4 0.0%

保育所等訪問支援 86 0.2%

福祉型障害児入所施設 56 0.1%

医療型障害児入所施設 56 0.1%

令和６年度
総費用額（億円）

居宅介護
6.8%

重度訪問介護

3.9%
短期入所
1.4%

療養介護
1.7%

生活介護
21.7%

施設入所支援

5.9%

共同生活援助

（介護サービス包括型)
9.3%

就労継続支援Ａ型
4.5%

就労継続支援Ｂ型
15.1%

就労移行支援
2.1%

計画相談支援

1.3%

児童発達支援

6.5%

放課後等デイサービス
14.6%

その他
5.2%

居宅介護 重度訪問介護 短期入所 療養介護

生活介護 施設入所支援 共同生活援助

（介護サービス包括型)

就労継続支援Ａ型

就労継続支援Ｂ型 就労移行支援 計画相談支援 児童発達支援

放課後等デイサービス その他
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計画相談支援：総費用、利用人数、1人当たり費用額

3,332 3,357 3,278 3,361 3,554 3,553 3,460 3,605 3,817 3,802 3,725 3,823 4,534 4,469 4,409 4,530 4,848 4,883 4,810 

212,544 215,319 210,539 213,784 224,336 225,523 219,601 227,962 238,695 239,509 234,777 240,328 
257,268 254,564 250,516 255,620 

268,904 272,385 267,510 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

総費用 利用人数単位:百万円 単位：人

15,676 15,590 15,568 15,719 15,843 15,753 15,756 15,815 15,993 15,874 15,865 15,907 

17,623 17,554 17,600 17,722 18,029 17,928 17,981 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

１人当たり費用額単位:円

出典：国保連データ

注：値は各３月分の平均値
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18,112 
17,199 17,163 17,527 18,127 

17,364 17,335 17,471 
18,194 

17,428 17,429 17,542 

19,899 
19,124 19,216 19,365 

20,164 
19,353 19,470 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000
１人当たり費用額単位:円

障害児相談支援：総費用、利用人数、1人当たり費用額

1,418 1,277 1,169 1,261 1,569 1,405 1,303 1,422 1,748 1,562 1,464 1,565 2,138 1,875 1,757 1,907 2,329 2,090 1,972 

78,314 74,249 
68,132 71,958 

86,581 
80,930 

75,154 
81,370 

96,102 
89,608 

83,983 
89,225 

107,420 
98,032 

91,411 
98,496 

115,499 
107,998 

101,271 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

R３

４～６月

R３

７～９月

R３

10～12月

R４

１～３月

R４

４～６月

R４

７～９月

R４

10～12月

R５

１～３月

R５

４～６月

R５

７～９月

R５

10～12月

R６

１～３月

R６

４～６月

R６

７～９月

R６

10～12月

R７

１～３月

R７

４～６月

R７

７～９月

R７

10～12月

総費用 利用人数単位:百万円 単位：人

出典：国保連データ

注：値は各３月分の平均値
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2021年4月1日

「障害福祉サービス等及び障害児通所支

援等の円滑な実施を確保するための基本

的な指針」について

15



基本指針について
○ 基本指針は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法）第87条第1項の規定に

基づき、障害福祉サービス等の提供体制及び自立支援給付等の円滑な実施を確保することを目的として、作成されるもの。
○ また、平成28年6月に公布した改正児童福祉法第33条19第1項の規定に基づき、障害児通所支援等の提供体制及び障害児

通所支援等の円滑な実施を確保することを目的として、作成されるもの。
○ 障害福祉計画及び障害児福祉計画は、この基本指針に即して市町村・都道府県が作成。
○ 第８期障害福祉計画及び第４期障害児福祉計画（令和９～11年度）を作成するための基本指針は令和８年３月告示予定。

第１期計画期間

18年度～20年度

第２期計画期間

21年度～23年度

第３期計画期間

24年度～26年度

第４期計画期間

27年度～29年度

第５期計画期間
第１期計画期（児）

30年度～２年度

第６期計画期間
第２期計画期（児）

３年度～５年度

第７期計画期間
第３期計画期（児）

６年度～８年度

平成23年度を目標
として、地域の実情
に応じた数値目標及
び障害福祉サービス
の見込量を設定

第１期の実績を踏
まえ、第２期障害福
祉計画を作成

つなぎ法による障
害者自立支援法の改
正等を踏まえ、平成
26年度を目標として、
第３期障害福祉計画
を作成

障害者総合支援法
の施行等を踏まえ、
平成29年度を目標と
して、第４期障害福
祉計画を作成

障害者総合支援法
の３年後見直し等を
踏まえ、平成32年度
（令和２年度）を目
標として、第５期障
害福祉計画及び第１
期障害児福祉計画を
作成

障害者総合支援法
の趣旨等を踏まえ、
令和５年度を目標と
して、第６期障害福
祉計画及び第２期障
害児福祉計画を作成

障害者総合支援法
の趣旨等を踏まえ、
令和８年度を目標と
して、第７期障害福
祉計画及び第３期障
害児福祉計画を作成

厚生労働大臣

・・・３年に１回、基本指針の見直し

都道府県・市町村

・・・３年ごとに障害福祉計画等の
作成

計
画

作
成

H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
R9

【計画策定に係る工程】

【これまでの計画期間等】   

基
本
指
針

見
直
し

計
画

作
成

計
画

作
成

第５期障害福祉計画
第１期障害児福祉計画

基
本
指
針

見
直
し

基
本
指
針

見
直
し

基
本
指
針

見
直
し

計
画

作
成

第４期障害福祉計画
第６期障害福祉計画

第２期障害児福祉計画
第７期障害福祉計画

第３期障害児福祉計画
第８期
第４期

（参考）基本指針の策定スケジュール
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「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の
円滑な実施を確保するための基本的な指針」改正後 概要

○ 「基本指針」（大臣告示）は、市町村及び都道府県が障害福祉計画及び障害児福祉計画を定めるに当たっての基本的な方針。

○ 都道府県及び市町村は、基本指針に則して原則３か年の「障害福祉計画」及び「障害児福祉計画」を策定。

○ 第８期障害福祉計画及び第４期障害児福祉計画に係る基本指針は、令和８年３月に告示。

計画期間は令和９年４月～令和12年３月※。

１．基本指針について

２．本指針の構成

第一 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に関す

る基本的事項

一 基本的理念

二 障害福祉サービスの提供体制の確保に関する基本的考え方

三 相談支援に関する基本的考え方

四 障害児支援の提供体制の確保に関する基本的考え方

五 障害福祉人材の確保・定着、当事者視点に立ったケアの充実のため

の生産性向上に関する基本的考え方 【新規】

第二 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に係る

目標（成果目標）

一 福祉施設の入所者の地域生活への移行

二 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築

三 福祉施設から一般就労への移行等

四 障害児支援の提供体制の整備等

五 地域生活支援の充実

六 相談支援体制の充実・強化等

七 障害福祉人材の確保・定着、当事者視点に立ったケアの充実のため

の生産性向上【新規】

八 障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築

第三 計画の作成に関する事項

一 計画の作成に関する基本的事項

二 市町村障害福祉計画及び市町村障害児福祉計画の作成に関す

る事項

三 都道府県障害福祉計画及び都道府県障害児福祉計画の作成に

関する事項

四 その他

第四 その他自立支援給付及び地域生活支援事業並びに障害児通所

支援等の円滑な実施を確保するために必要な事項等

一 障害者等に対する虐待の防止

二 意思決定支援の促進

三 障害者の文化芸術活動、スポーツ等による社会参加等の促進

四 障害者等による情報の取得利用・意思疎通の推進

五 障害を理由とする差別の解消の推進

六 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等を提供する事業

所における利用者の安全確保に向けた取組や事業所における

研修等の充実

※ ３年を一期として作成することを基本としつつ、都道府県及び市町村が地域の実情や報酬改定・制度改正の影響の有無を考慮
して、柔軟な期間設定が可能。
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⑧ きめ細かい地域ニーズを踏まえた支援体制の整備

・様々な障害特性に応じたサービス提供体制の整備や専門人材の確保・育

成等の重要性を記載

・意見申出制度の積極的な活用を念頭に入れた計画の検討

・意思疎通支援従事者の養成・派遣体制の整備、幅広い年齢層の支援者の

養成、指導者の養成の促進に向けた取組の重要性を記載

・障害当事者に対するICT機器の利用支援に向けた取組の重要性を記載

⑨ 高次脳機能障害者に対する支援

・高次脳機能障害者支援法成立を踏まえ、高次脳機能障害について、相談

支援体制の充実、専門的な医療機関の確保、地域協議会設置の重要性を記

載

⑩ 人口減少地域におけるサービスの維持・確保

・中山間・人口減少地域におけるサービス提供体制の維持・確保の重要性を

記載

⑪ 「地域共生社会」の実現に向けた取組

・地域共生社会の実現に向けたより一層の取組の推進

⑫ 住宅セーフティネット制度との連携

・住宅セーフティネット法に基づく賃貸住宅供給促進計画との調和や、住

宅担当部局や居住支援協議会等との連携

⑬ 地域差の是正・指定の在り方等

・地域差の是正に向けたサービス見込量の算出方法

・サービス利用者割合の多い自治体におけるいわゆる総量規制や意見申出

制度の活用の要請

・重度障害者（強度行動障害の状態にある者や高次脳機能障害を有する障

害児者、医療的ケアを必要とする児者等）について個別の利用者数の見込

みを設定するよう努める

⑭ 障害者等に対する虐待の防止等

・自治体における調査の徹底と体制整備の強化、重篤事例等の検証のより

一層の推進

・ガイドラインを踏まえた、意思決定支援の一層の推進

・希望する生活の実現に向けた母子保健・児童福祉の関係機関との連携

⑮スポーツ・健康増進活動による社会参加等の促進
・スポーツ・健康増進活動を通じて社会参加するとともに共生社会の実現

を目指すことの重要性を記載

⑯ 災害時における障害福祉サービス提供の確保

・災害対策基本法等の改正を踏まえた、防災部局や職能団体等との連携

・施設・事業所等の耐災害性強化対策の必要性を記載

３．基本指針見直しの主な事項

① 入所等から地域生活への移行、地域生活の継続の支援

・様々なデータを活用した地域移行者数の把握

・希望する地域生活の支援に向けた支援体制確保の重要性を記載

・施設整備と計画に定める入所者数の削減目標の達成との整合

・入所施設における居室の個室化等の推進

② 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築

・システムの理念の明確化と実現に向けた、市町村における相談及び援

助の体制整備や、それに対する都道府県における体制整備

③ 福祉施設から一般就労への移行等

・就労選択支援の積極的な利用を促すための体制確保の推進

・就労選択支援事業所の設置、利用者数に関する成果目標の新設

④障害児支援の提供体制の整備等
・地域支援体制の構築に係る成果目標について、４つの中核機能の確保

を行うよう見直し

・インクルージョン推進の協議の場の設置に係る成果目標の新設
・のぞまないセルフプランの解消を目指しつつ、関係機関との連携体制

を確保した上での伴走的な相談支援体制の確保に関する成果目標の新設
・強度行動障害の状態にある児への支援ニーズの把握及び支援体制の整

備に関する成果目標の新設

⑤ 地域における相談支援体制の充実強化

・基幹相談支援センターの設置のより一層の推進

・のぞまないセルフプランの解消に向けた取組の推進

・医療分野等との連携、ピアサポート等の重要性を記載
・協議会に障害当事者が参画することの重要性を記載

⑥ 障害福祉人材の確保・定着、当事者視点に立ったケアの充実のための

生産性の向上

・介護テクノロジーの導入促進などによる間接業務の効率化と直接処遇

業務の負担軽減・質の向上の推進

・人材確保や当事者視点に立ったケアの充実のための生産性向上の支援

体制の整備に向けた成果目標の新設

・障害当事者が研修に関わることの重要性を記載

⑦ 障害福祉サービスの質の確保等

・就労系サービスやグループホーム等の質の確保について、ガイドライ

ンなどを踏まえた取組の重要性を記載

・障害福祉サービス等情報公表制度の公表率等に関する成果目標の新設

・障害福祉分野における運営指導・監査の重要性を記載

・障害児支援における人材育成の重要性を記載
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①施設入所者の地域生活への移行
・地域移行者数：令和７年度末施設入所者数の６％以上

・施設入所者数：令和７年度末の５％以上削減

②精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築
・精神障害者の精神病床から退院後１年以内の地域における平均生活日数：

319.3日以上

・精神病床における１年以上入院患者数

・精神病床への30日以上の再入院率：退院後90日時点 10.3%以下、

退院後180日時点 17.4%以下、退院後365日時点 25.7%以下 【新規】

・心のサポーター数：令和15年度末までに100万人以上 【新規】

・K６により住民のこころの状態を把握 【新規】

③福祉施設から一般就労への移行等
・一般就労への移行者数：令和６年度実績の1.31倍以上

・就労移行支援事業利用終了者に占める一般就労へ移行し

た者の割合が５割以上の事業所：就労移行支援事業所の

５割以上

・就労定着支援事業の利用者数：令和６年度末実績の1.47倍以上

・就労定着支援事業利用終了後一定期間の就労定着率が７割以上となる就労

定着支援事業所の割合：２割５分以上

・協議会設置圏域ごとに就労選択支援事業所を設置。令和11年度の就労選択

支援利用者を82,000人以上 【新規】

・各都道府県は地域の就労支援ネットワークの強化、関係機関の連携した支

援体制を構築するため、協議会を活用して推進

④障害児支援の提供体制の整備等
・４つの中核機能を確保：各市町村又は圏域、インクルージョン推進のため

の協議の場の設置：各都道府県・各市町村又は圏域 【新規】

・難聴児支援を総合的に推進するための計画の策定：各都道府県、難聴児支

援の中核的機能を果たす体制及び新生児聴覚検査から療育等につなげる連

携体制の構築：各都道府県（必要に応じて政令市）

・主として重症心身障害児を支援する事業所又は重症心身障害児を受け入れ

る体制を整備した事業所の確保：各市町村又は圏域

④障害児支援の提供体制の整備等（続き）
・医療的ケア児等支援に関する協議の場・コーディネーターの配置：各都道

府県・各市町村又は圏域（都道府県の協議の場には医療的ケア児支援セン

ターが参画）

・障害児入所施設からの移行調整の協議の場の設置：各都道府県・政令市

・障害児等への伴走的な相談支援体制の構築及び連携体制の確保：各市町村

又は圏域 【新規】

・強度行動障害の状態にある児に関する支援ニーズを把握及び支援体制の整

備 ：各都道府県（必要に応じて政令市）【新規】

⑤地域生活支援の充実
・各市町村において地域生活支援拠点等を整備するとともに、コーディネー

ターの配置などによる効果的な支援体制及び緊急時の連絡体制の構築を進

め、また、年１回以上、支援の実績等を踏まえ運用状況の検証・検討を行

うこと

・強度行動障害の状態にある者に関し、各市町村又は圏域において支援ニー

ズを把握し、支援体制の整備を進めること

⑥相談支援体制の充実・強化等
・各市町村において、基幹相談支援センターを設置等

・協議会における個別事例の検討を通じた地域サービス基盤の開発・改善等

・相談支援体制の地域診断を行った上で体制の強化を図ることにより、令和

11年度末までに、のぞまないセルフプランの件数をゼロとする 【新規】

⑦障害福祉人材の確保・定着、当事者視点に立ったケアの充実のための
生産性向上
・人材確保や生産性向上に関するワンストップ窓口の設置 【新規】

・生産性向上等に向けた関係者の連携を図る協議会の設置 【新規】

・都道府県における相談支援専門員研修等の実施

⑧障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築
・各都道府県及び各市町村において、サービスの質向上のための体制を構築

・各都道府県等の障害福祉サービス等情報公表制度における管内事業所の公

表率及び更新率（毎年度１回）を100%とする 【新規】

４．成果目標（計画期間が終了する令和11年度末の目標）
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５．活動指標

①施設入所者の地域生活への移行等
（都道府県・市町村）
○ 居宅介護の利用者数、利用時間数 ○ 重度訪問介護の利用者数、利用時間数 

○ 同行援護の利用者数、利用時間数 ○ 行動援護の利用者数、利用時間数 

○ 重度障害者等包括支援の利用者数、利用単位数 ○ 生活介護の利用者数、利用日数

○ 自立訓練（機能訓練・生活訓練）の利用者数、利用日数 ○ 就労選択支援の利用者数

○ 就労移行支援の利用者数、利用日数 ○ 就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）の利用者数、利用日数

○ 就労定着支援の利用者数 ○ 療養介護の利用者数

○ 短期入所（福祉型、医療型）の利用者数、利用日数

○ 自立生活援助の利用者数 ○ 共同生活援助の利用者数

○ 施設入所支援の利用者数 ○ 施設における居室の個室化等の取組状況【新規】

○ 計画相談支援の利用者数 ○ 地域移行支援の利用者数 ○ 地域定着支援の利用者数

○ 意向確認担当者の地域生活への移行に向けた支援回数【新規】

②精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築
（都道府県・市町村）

○ 保健、医療、福祉関係者による協議の場の開催回数

○ 保健、医療、福祉関係者による協議の場への関係者の参加者数

○ 保健、医療、福祉関係者による協議の場における目標設定及び活動状況の把握・評価

○ 心のサポーター養成研修実施回数【新規】 ○ 精神保健福祉相談員講習会等の実施回数【新規】

○ 精神障害者の地域移行支援の利用者数 ○ 精神障害者の地域定着支援の利用者数

○ 精神障害者の共同生活援助の利用者数 ○ 精神障害者の自立生活援助の利用者数

○ 精神障害者の自立訓練（生活訓練） ○ 精神障害者の短期入所の利用者数【新規】

（都道府県）

○ 精神病床からの退院後の行き先別の退院患者数

③地域生活支援の充実
（都道府県・市町村）

○ 地域生活支援拠点等の設置箇所数とコーディネーターの配置人数、地域生活支援拠点等におけ

る機能の充実に向けた支援の実績等を踏まえた検証及び検討の実施回数

④福祉施設から一般就労への移行等
（都道府県）

○ 障害者に対する職業訓練の受講者数

○ 福祉施設から公共職業安定所に誘導した福祉施設利用者数

○ 福祉施設から障害者就業・生活支援センターに誘導した福祉施設利用者数

○ 福祉施設利用者のうち公共職業安定所の支援を受けて就職した者の数

⑤発達障害者等に対する支援
（都道府県・市町村）

○ 発達障害者地域支援協議会の開催回数 ○発達障害者支援センターによる相談支援の件数

○ 発達障害者支援センター及び発達障害者地域支援マネジャーの関係機関への助言件数

○ 発達障害者支援センター及び発達障害者地域支援マネジャーの外部機関や地域住民への研修、

啓発の件数

○ ペアレントトレーニングやペアレントプログラム等の支援プログラム等の実施者数

○ ペアレントメンターの人数 ○ピアサポートの活動への参加人数

⑥高次脳機能障害者に対する支援 【新規】
（都道府県）

○ 高次脳機能障害者支援センターの設置箇所数 【新規】

○ 高次脳機能障害者支援地域協議会の開催回数 【新規】

○ 高次脳機能障害者支援センターにおける支援コーディネーターの配置人数 【新規】

○ 高次脳機能障害者支援センターにおける相談件数 【新規】

○ 高次脳機能障害者支援センターの外部機関や地域住民への研修、啓発の件数 【新規】

⑦障害児支援の提供体制の整備等
（都道府県・市町村）

○ 児童発達支援の利用児童数、利用日数 ○ 放課後等デイサービスの利用児童数、利用日数

○ 保育所等訪問支援の利用児童数、利用日数 ○ 訪問型児童発達支援の利用児童数、利用日数

○ 障害児相談支援の利用児童数

○ 医療的ケア児等に対する関連分野の支援を調整するコーディネーターの配置人数

（都道府県）

○ 福祉型障害児入所施設の利用児童数 ○ 医療型障害児入所施設の利用児童数

○ 医療的ケア児等の支援を総合調整するコーディネーターの配置人数

⑧相談支援体制の充実・強化等
（都道府県）

○ 都道府県における相談支援の体制整備の取組 【新規】

（市町村）

○ 基幹相談支援センターにおける主任相談支援専門員の配置数

○ 基幹相談支援センターの人材育成等の取組に参加する相談支援事業所の割合

○ 基幹相談支援センターによる協議会の運営の関与の有無

○ 協議会における個別事例の検討を通じた、地域における課題解決に向けた取組

⑨障害福祉人材の確保・定着、当事者視点に立ったケアの充実のための

生産性向上
（都道府県）

○ 相談支援専門員研修及びサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修の修了者数

○ 相談支援専門員及びサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者への意思決定支援ガイドライ

ン等を活用した研修の実施回数及び修了者数

○ 都道府県ごとに設置された人材確保等に関するワンストップ窓口において、障害福祉人材の確

保・定着、生産性の向上に関する支援を利用した事業所数 【新規】

○ 指定権者ごとに福祉・介護職員等処遇改善加算を取得している事業所の割合 【新規】

⑩障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築
（市町村）
○ 都道府県が実施する障害福祉サービス等に係る研修の参加や都道府県が市町村職員に対して実施

する研修の参加人数

○ 障害者自立支援審査支払等システム等での審査結果を分析してその結果を活用し、事業所や関係

自治体等と共有する体制の有無及びそれに基づく実施回数

（都道府県・市町村）

○ 都道府県等が実施する指定障害福祉サービス事業者及び指定障害児通所支援事業者等に対する指

導監査の適正な実施とその結果の関係自治体と共有する体制の有無及びそれに基づく共有回数
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2021年4月1日令和8年度障害福祉サービス等報酬改定

について
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１ ） 処遇改善加算 の拡充①

加算Ⅱイ

②上乗せ

加算Ⅲ
加算Ⅳ

加算Ⅰロ
（新設） 加算Ⅱロ

（新設）
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
要
件
Ⅴ

令和８年度特例要件
を満たし加算Ⅰロ・Ⅱロへ

令和８年度特例要件を満たし加算Ⅱロへ
※キャリアパス要件Ⅰ～Ⅳ及び職場環境等
要件の令和８年度中の対応の誓約でも可。
実績報告書において対応の実施を確認。

要件（※）を
満たし加算Ⅱイへ

※キャリアパス要件Ⅳ・職
場環境等要件の更なる取組

加算Ⅰイ

②上乗せ

取得なしキャリアパス要
件等の要件

OR

OR

現行の処遇改善加算の対象サービス

新たに処遇改善加算の対象となるサービス
（計画相談支援、障害児相談支援、地域相談支援）

③処遇改善加算を新設

取得なし

令和８年度特例要件

処遇改善加算Ⅳの取得に準ずる要件
（キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ及び職場環境等要件）

※令和８年度中の対応の誓約でも可。実績
報告書において対応の実施を確認。

OR
加

算

率

①引上げ分

①引上げ分

①引上げ分

①引上げ分
加

算

率

○ 福祉・介護職員のみならず、障害福祉従事者を対象に、幅広く月1.0万円（3.3％）の賃上げを実現する措置を実施するととも
に、生産性向上や協働化に取り組む事業者の福祉・介護職員を対象に、月0.3万円（1.0％）の上乗せ措置を実施する。

※ 合計で、福祉・介護職員について最大月1.9万円（6.3％）の賃上げ（定期昇給0.6万円込み）が実現する措置

○ 具体的には以下の措置を講じる（併せて申請事務負担等を考慮した配慮措置を講じる）。【告示改正・令和８年６月施行 】
① 今回から、処遇改善加算の対象について、福祉・介護職員のみから障害福祉従事者に拡大する（加算率の引上げ）
② 生産性向上や協働化に取り組む事業者に対する上乗せの加算区分を設ける（加算Ⅰ・Ⅱの加算率の上乗せ）
③ 処遇改善加算の対象外だった計画相談支援、障害児相談支援及び地域相談支援に処遇改善加算を新設する
④ ベースアップなどによる更なる賃上げや生産性向上等の取組を後押しするために必要な措置を講ずる。

注）令和８年度特例要件
：ア・イのいずれか及びウを満たすこと

ア）職場環境等要件の生産性向上に関する取組を５以上
（⑱㉑必須）

イ）社会福祉連携推進法人に所属していること
ウ）加算Ⅱロ相当の加算額の１／２以上を月給賃金で配
分

（※）ア・ウの要件は令和８年度中の対応の誓約で可。
         実績報告書において対応の実施を確認。

概 要

22



単 位 数

※ 福祉・介護職員等処遇改善加算を除く加減算後の総報酬単位数に上記の加算率を乗じる。
加算率は、サービス毎の常勤換算職員数に基づき設定。

１ ） 処遇改善加算 の拡充②

サービス区分
福祉・介護職員等処遇改善加算

Ⅰ Ⅱ
Ⅲ Ⅳ

Ⅰイ Ⅰロ Ⅱイ Ⅱロ

居宅介護 44.6% 45.6% 43.1% 44.1% 37.6% 30.2%

重度訪問介護 37.2% 38.2% 35.7% 36.7% 30.2% 24.8%

同行援護 44.6% 45.6% 43.1% 44.1% 37.6% 30.2%

行動援護 41.1% 42.1% 39.6% 40.6% 34.1% 27.7%

重度障害者等包括支援 25.2% 26.2% 19.1% 16.7%

生活介護 9.3% 9.7% 9.2% 9.6% 7.9% 6.7%

施設入所支援 18.6% 19.3% 16.5% 14.2%

短期入所 18.6% 19.3% 16.5% 14.2%

療養介護 16.4% 17.1% 16.2% 16.9% 14.3% 12.6%

自立訓練（機能訓練） 16.4% 17.1% 16.0% 16.7% 12.4% 10.6%

自立訓練（生活訓練） 16.4% 17.1% 16.0% 16.7% 12.4% 10.6%

就労選択支援 11.5% 11.9% 11.3% 11.7% 9.8% 8.1%

就労移行支援 11.5% 11.9% 11.3% 11.7% 9.8% 8.1%

就労継続支援Ａ型 10.8% 11.2% 10.6% 11.0% 9.1% 7.5%

就労継続支援Ｂ型 10.5% 10.9% 10.3% 10.7% 8.8% 7.4%

サービス区分
福祉・介護職員等処遇改善加算

Ⅰ Ⅱ
Ⅲ Ⅳ

Ⅰイ Ⅰロ Ⅱイ Ⅱロ

就労定着支援 11.5% 11.9% 9.8% 8.1%

自立生活援助 11.5% 11.9% 11.3% 11.7% 9.8% 8.1%

共同生活援助
（介護サービス包括型 ）

16.3% 16.9% 16.0% 16.6% 14.4% 12.1%

共同生活援助
（日中サービス支援型）

16.3% 16.9% 16.0% 16.6% 14.4% 12.1%

共同生活援助
（外部サービス利用型）

22.7% 23.3% 22.4% 23.0% 20.8% 16.8%

児童発達支援 15.2% 15.8% 14.9% 15.5% 13.9% 11.7%

医療型児童発達支援 19.7% 20.3% 19.4% 20.0% 18.4% 15.0%

放課後等デイサービス 15.5% 16.1% 15.2% 15.8% 14.2% 11.9%

居宅訪問型児童発達支援 15.0% 15.6% 13.9% 11.7%

保育所等訪問支援 15.0% 15.6% 13.9% 11.7%

福祉型障害児入所施設 30.5% 32.0% 30.1% 31.6% 26.2% 23.5%

医療型障害児入所施設 28.5% 30.0% 28.1% 29.6% 24.2% 22.1%

サービス区分 福祉・介護職員等処遇改善加算（新設）

計画相談支援 5.1%

地域相談支援（地域移行支援） 5.1%

地域相談支援（地域定着支援） 5.1%

障害児相談支援 5.1%
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未取得 加算Ⅳ 加算Ⅲ 加算Ⅱ 加算Ⅰ

・賃金体系等の整備及び研修の実施等（キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ）

・加算Ⅳ相当額の２分の１以上を月額賃金で配分

職場環境の改善
（職場環境等要件） ○（※１） ○（※１） ◎（※２・３） ◎（※２・３）

昇給の仕組み
（キャリアパス要件Ⅲ） ○ ○ ○

改善後賃金年額460万円
（キャリアパス要件Ⅳ） ○（※３） ○（※３）

経験・技能のある介護職員
（キャリアパス要件Ⅴ） ○

加算 I・Ⅱを取得した
事業者の福祉・介護職員分の

加算率を上乗せ

キャリアパス要件Ⅰ～Ⅳ及び職場環境等要件は
令和８年度中の対応の誓約で可

令和８年度特例要件

注）新たに対象となる計画相談支援、地域相談支援、障害児相談支援は、加算Ⅳに準ずる要件（キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ及び職場環境等要件）
又は令和８年度特例要件により算定可能 ※加算Ⅳに準ずる要件は令和８年度中の対応の誓約で可

（※１）a.区分ごとにそれぞれ１つ以上（生産性向上は２つ以上） ＋ b.全体から８以上（＊）
（※２）c.区分ごとにそれぞれ２つ以上（生産性向上は３つ以上・⑱必須） ＋ d.全体から14以上（＊）
（※３）d 又は e.キャリアパス要件Ⅳ （＊）のいずれかを満たしていれば可
（※４）令和８年度特例要件：ア・イのいずれか及びウを満たすこと

ア）職場環境等要件の生産性向上に関する取組を５つ以上（⑱㉑必須）（＊）
イ）社会福祉連携推進法人に所属していること
ウ）加算Ⅱロ相当の加算額の２分の１以上を月給賃金で配分（＊）

（＊）b・d・e・ア・ウの要件は令和８年度中の対応の誓約で可とし、実績報告書により確認することとしたうえで、未対応が確認された場合には加算
額の一部又は全部を返還させることとする。

生産性向上や協働化の取組（※４）

算 定 要 件 等

１ ） 処 遇 改 善 加算 の拡 充③
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（ 参 考）職場環境 等要件（令和８年度）

・ 福祉・介護職員等処遇改善加算 Ⅲ・Ⅳ ：以下の区分ごとにそれぞれ１つ以上（生産性向上は２つ以上） ＋ 全体から８

・ 福祉・介護職員等処遇改善加算 Ⅰ・Ⅱ ：以下の区分ごとにそれぞれ２つ以上（生産性向上は３つ以上うち⑱は必須） ＋ 全体から14

区分 具体的内容

入職促進に
向けた取組

①法人や事業所の経営理念や支援方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化
②事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築
③他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築（採用の実績でも可）
④職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力向上の取組の実施

資質の向上や
キャリアアップ
に向けた支援

⑤働きながら国家資格等の取得を目指す者に対する研修受講支援や、より専門性の高い支援技術を取得しようとする者に対する各国家資格の生涯研
修制度、サービス管理責任者研修、喀痰吸引研修、強度行動障害支援者養成研修等の業務関連専門技術研修の受講支援等

⑥研修の受講やキャリア段位制度等と人事考課との連動によるキャリアサポート制度等の導入
⑦エルダー・メンター（仕事やメンタル面のサポート等をする担当者）制度等の導入
⑧上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ・働き方等に関する定期的な相談の機会の確保

両立支援・多様
な働き方の推進

⑨子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指すための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備
⑩職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備
⑪有給休暇を取得しやすい雰囲気・意識作りのため、具体的な取得目標（例えば、１週間以上の休暇を年に●回取得、付与日数のうち●％以上を取

得）を定めた上で、取得状況を定期的に確認し、身近な上司等からの積極的な声かけ等に取り組んでいる
⑫有給休暇の取得促進のため、情報共有や複数担当制等により、業務の属人化の解消、業務配分の偏りの解消に取り組んでいる
⑬障害を有する者でも働きやすい職場環境の構築や勤務シフトの配慮

腰痛を含む
心身の健康管理

⑭業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実
⑮短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業者のための休憩室の設置等健康管理対策の実施
⑯福祉・介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援やリフト等の活用、職員に対する腰痛対策の研修、管理者に対する雇用管理改善の

研修等の実施
⑰事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備

生産性向上のた
めの業務改善の
取組

⑱現場の課題の見える化（課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等）を実施している
⑲５Ｓ活動（業務管理の手法の１つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの）等の実践による職場環境の整備を行っている
⑳業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減を行っている
㉑業務支援ソフト（記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの。）、情報端末（タブレット端末、スマートフォン端末等）の導入
㉒介護ロボット（見守り支援、移乗支援、移動支援、排泄支援、入浴支援、介護業務支援等）又はインカム等の職員間の連絡調整の迅速化に資する

ＩＣＴ機器（ビジネスチャットツール含む）の導入
㉓業務内容の明確化と役割分担を行い、福祉・介護職員が支援に集中できる環境を整備。特に、食事等の準備や片付け、清掃、ベッドメイク、ゴミ捨

て等の業務については、間接支援業務に従事する者の配置や外注等で担うなど、役割の見直しやシフトの組み換え等を行う
㉔各種委員会の共同設置、各種指針・計画の共同策定、物品の共同購入等の事務処理部門の集約、共同で行うＩＣＴインフラの整備、人事管理シス

テムや福利厚生システム等の共通化等、協働化を通じた職場環境の改善に向けた取組の実施

やりがい・働き
がいの醸成

㉕ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉・介護職員の気づきを踏まえた勤務環境や支援内容の改善
㉖地域社会への参加・包容（インクルージョン）の推進のための、モチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施
㉗利用者本位の支援方針など障害福祉や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供
㉘支援の好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供

※加算Ⅰ・Ⅱにおいては、情報公表システム等で職場環境等要件の各項目ごとの具体的な取組内容の公表を求める。 25



２ ） 国 庫 負 担 基準 の見 直し

単 位 数

○ 障害者総合支援法では、障害福祉サービスに係る国の費用負担を義務化することで財源の裏付けを強化する一方で、障
害福祉に関する国と地方自治体間の役割分担を前提に、限りある国費を公平に配分し、市町村間のサービス提供のばらつ
きをなくすため、訪問系サービスにおける市町村に対する国庫負担の上限を定めている。

○ 今般、処遇改善加算の見直しに連動した国庫負担基準の改正を行う。【告示改正・令和８年６月施行】

概 要

重度障害者等包括支援対象者であっ
て重度障害者等包括支援を利用して
おらず、居宅介護、重度訪問介護、同
行援護又は行動援護の利用者

（介護保険対象者）

居宅介護利用者

重度訪問介護利用者

同行援護利用者

重度障害者等包括支援利用者

※カッコ内は通院等(乗降)介助あり

区分１ 3,100単位 (  6,410単位)  

区分２ 4,010単位 (  7,270単位)

区分３ 5,890単位 (  9,190単位)

区分４ 11,070単位 (14,320単位)

区分５ 17,730単位 (20,980単位)

区分６ 25,500単位 (28,800単位)

障害児 9,950単位 (13,270単位)

区分４ 28,940単位

区分５ 36,270単位

区分６ 62,050単位

（介護保険対象者）

区分４ 14,620単位

区分５ 15,290単位

区分６ 22,910単位

区分５ 1,100単位

区分６ 1,810単位

区分に関わらず 13,870単位

区分３ 15,680単位

区分４ 21,130単位

区分５ 28,100単位

区分６ 36,520単位

障害児 19,950単位

区分６ 96,480単位

介護保険対象者 67,680単位

区分６ 74,310単位

介護保険対象者 45,510単位

行動援護利用者

重度障害者等包括支援対象者であっ
て重度障害者等包括支援を利用して
おらず、居宅介護、重度訪問介護、同
行援護又は行動援護の利用者

（介護保険対象者）

居宅介護利用者

重度訪問介護利用者

同行援護利用者

重度障害者等包括支援利用者

※カッコ内は通院等(乗降)介助あり

区分１ 3,170単位 (6,550単位)

区分２ 4,090単位 (7,420単位)

区分３ 6,010単位 (9,380単位)

区分４ 11,300単位 (14,620単位)

区分５ 18,100単位 (21,420単位)

区分６ 26,040単位 (29,410単位)

障害児 10,160単位 (13,550単位)

区分４ 29,400単位

区分５ 36,850単位

区分６ 63,040単位

（介護保険対象者）

区分４ 14,780単位

区分５ 15,430単位

区分６ 23,130単位

区分５ 1,120単位

区分６ 1,850単位

区分に関わらず 14,670単位

区分３ 16,100単位

区分４ 21,700単位

区分５ 28,860単位

区分６ 37,510単位

障害児 20,490単位

区分６ 96,870単位

介護保険対象者 67,950単位

区分６ 75,870単位

介護保険対象者 46,460単位

行動援護利用者

〇令和６年４月～ 〇令和８年６月～

【居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援】
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○ 就労移行支援体制加算について、一事業所で算定可能となる年間の就職者数は、当該事業所の定員数を上限とする。

○ また、同一事業所だけではなく、他の事業所において過去３年間で算定実績がある利用者について、ハラスメントなどや
むを得ない事情で退職した者など市町村長が適当と認める者を除き、算定不可であることを明確化する。

※ 令和９年度報酬改定に向けて、就労移行支援体制加算のあり方については改めて議論

算 定 要 件 等

２）就労移行支援体制加算の見直し

○ 就労継続支援Ａ型等においては、一般就労への定着に向けた継続的な支援体制が構築されている事業所を
評価するため、前年度の就職者数に応じた加算を設定している（就労移行支援体制加算）。

○ この加算について、同一の利用者についてA型事業所と一般企業の間で複数回離転職を繰り返し、その都度
加算を取得するという、本来の制度趣旨と異なる形で算定する事業者の報道があるところ。

○ 本来の制度趣旨に沿った運用が行われるよう、就労移行支援体制加算について、一事業所で算定可能となる年間の就
職者数に上限（定員数まで）を設定するなど、適正化を行う。 【告示改正・令和８年４月施行 】

概 要 【生活介護、自立訓練（機能訓練・生活訓練）、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型】

（参考）就労移行支援体制加算

・一般就労への定着に向けた継続的な支援体制が構築されている事業所を評価する加算

・前年度において、就労継続支援Ａ型等を受けた後に一般就労へ移行し、６月以上就労継続している者が１名以上いる場合、評価
点に応じた所定単位数にその前年度実績の人数及び利用者数を乗じた単位数を加算

・この実績の人数については、原則として、同一の利用者につき過去３年間で算定実績がある場合は算定不可（都道府県知事又は
市町村長が適当と認める者に限る）としている（R6報酬改定）
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○ 基本報酬区分の基準額をそれぞれ３千円引き上げる。
※ 基準額の引き上げ幅は、平均工賃月額の上昇幅（約６千円）の１／２である３千円に留める

○ 併せて、下記の配慮措置を講じる。
・令和６年度改定前後で区分が上がっていない事業所については、見直しの適用対象外とする。
・今回の見直しにより区分が下がる事業所について、基本報酬の減少額が３％程度に収まるよう、中間的な区分を新設

する。
・令和６年度改定で単価を引き下げた区分七と八の間の基準については引き上げず、据え置く。

算 定 要 件 等

２（２）就労継続支援B型の基本報酬区分の基準の見直し

○ 平均工賃月額の算定方式の見直しにより、平均工賃月額が約６千円上昇し、想定以上に高い報酬区分の事業所の割合
が増加したことに対応し、基本報酬区分の基準の見直しを行う。 【告示改正・令和８年６月施行】

概 要 【就労継続支援Ｂ型】

【新算定式】

※ 上記算定式の導入に伴い、現行算定方式における除外要件は廃止

（参考）平均工賃月額の算定方法の見直し（令和６年度報酬改定）
障害特性等により、利用日数が少ない方を多く受け入れる場合があることを踏まえ、平均利用者数を用いた新しい算定式を導入

【見直し後】【見直し前】

○ 前年度の平均工賃月額の算定方法は以下のとおり。
ア 前年度における各月の工賃支払対象者の総数を算出
イ 前年度に支払った工賃総額を算出
ウ 工賃総額(イ)÷工賃支払対象者の総数(ア)により１人当たり平均工賃月額を算出
※ただし、障害基礎年金１級受給者が半数以上いる場合は、算出した平均工賃月額
に２千円を加えた額を報酬算定時の平均工賃月額とする。

年間工賃支払総額 ÷（年間延べ利用者数÷年間開所日数）÷ 12月
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（平均工賃月額）

（参考）就労継続支援B型の基本報酬区分の基準の見直しについて（イメージ）

【R6報酬改定後（現行）】 【見直し後】

1 0 , 0 0 0

1 8 , 0 0 0

3 3 , 0 0 0

3 8 , 0 0 0

4 8 , 0 0 0

2 3 , 0 0 0

区分一 単価 8 3 7

区分八 単価 5 9 0

区分七 単価 6 7 3

区分六 単価 7 0 3

区分五 単価 7 2 6

区分四 単価 7 3 8

区分三 単価 7 5 8

区分二 単価 8 0 5

区分七 単価 6 7 3

区分 F 単価 6 8 2

区分 B 単価 7 8 1

区分二 単価 8 0 5

区分 A 単価 8 1 2

区分一 単価 8 3 7

区分八 単価 5 9 0

○ 見直しにあたっては、報酬区分の引き上げを全国平均値の上昇幅の1/2である３千円に留めるとともに、

①令和６年度改定前後で区分が上がっていない事業所については、見直しの適用対象外

②見直しにより区分が下がる場合についても基本報酬の減少額が３％程度に収まるよう中間的な区分を新設

③令和６年度改定で単価を引き下げた区分七と八の間の基準額は据え置く

配慮措置を講ずる。

2 8 , 0 0 0

4 5 , 0 0 0

3 5 , 0 0 0
区分三 単価 7 5 8

1 5 , 0 0 0

2 5 , 0 0 0

2 0 , 0 0 0

区分 C ･ 四 単価 7 3 8

区分 D ･ 五 単価 7 2 6

区分六 単価 7 0 3

3 0 , 0 0 0

3,000円

③据え置き

②減少額に配慮

①６年度改定前後で区分が
上がっていない事業所は
見直しの適用対象外

※ 人 員 配 置 基 準 ６ ： １ 、 定 員 2 0 名 以 下 の 場 合

区分 E 単価 7 0 5
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○ 対象サービス
就労継続支援Ｂ型、共同生活援助（介護サービス包括型・日中サービス支援型）、児童発達支援、放課後等デイサービス

※ 年間総費用額全体に占める割合が１％以上で、令和６年度の収支差率が５％以上あるサービスのうち、事業所の伸び率が過去３年間５％

以上の伸びを続けているサービス

○ 対象事業所
令和８年６月１日以降に新規指定された事業所（既存事業所については従前どおり）

※ 指定権者においては、基準等の要件を満たす事業所を適切に指定する観点から、通常の事前相談・審査スケジュールや標準処理期間に
従って処理することが望ましい

※ 合併・分割・事業譲渡に伴う指定の場合、その前後で事業所が実質的に継続して運営されると認める場合は、既存事業所と同様の扱い

○ 応急的な報酬単価
対象サービスにおける平均収支差率や給付費に占める基本報酬の割合等を踏まえ、一定の収支差率を確保できる水準

となるよう、それぞれの基本報酬単価の特例を設ける。なお、受入れニーズが特に高い重度障害児者やサービスが不足し
ている地域については、一定の配慮を行うため、従前の報酬単価を適用する（詳細次ページ）。

２）応急的な報酬単価の特例

○ 障害福祉サービス等に係る総費用が増加し、また、人材確保が喫緊かつ重要な課題となっている中、一定の収支差率を
確保しつつ、事業所数や利用者数の伸びが継続している状況である。このため、サービスの質を担保しつつ、制度の持続
可能性を確保する観点から、新規事業所に限り、臨時応急的な見直しを実施する。

○ 収支差率が高く、かつ、事業所が急増しているサービス類型について、サービスの質を担保しつつ、制度の持続可能性を
確保する観点から、新規事業所に限り、令和９年度報酬改定までの間、応急的な報酬単価（一定程度引き下げた基本報
酬）を適用する。【告示改正・令和８年６月施行 】

概 要 【就労継続支援Ｂ型、共同生活援助（介護サービス包括型・日中サービス支援型）、児童発達支援、放課後等デイサービス】

算 定 要 件 等
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○ 配慮措置として、以下の基本報酬については従前の報酬単価を適用する。

＜重度障害者への配慮＞

• 医療連携体制加算（Ⅳ）を算定する利用者に係る基本報酬

• 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算（Ⅰ）（Ⅱ）、高次脳機能障害者支援体制加算を算定する事業所に係る基本報酬

＜地域への配慮＞

• 離島・中山間地域（特別地域加算の対象地域）にある事業所に係る基本報酬

• 自治体が客観的に必要であるとして設置する事業所に係る基本報酬

✓ 公募によりサービスが不足する地域に設置する事業所

✓ 自治体から補助等の経済的支援を得て設置する事業所

算 定 要 件 等 （ 配 慮 措 置 ）

２）応急的な報酬単価の特例（就労継続支援Ｂ型）

○ 所定単位数の1000分の984に相当する単位数

単 位 数
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○ 配慮措置として、以下の基本報酬については従前の報酬単価を適用する。

＜重度障害者への配慮＞

• 重度障害者支援加算（Ⅰ）（Ⅱ）、医療的ケア対応支援加算、医療連携体制加算（Ⅳ）を算定する利用者に係る基本報

酬

• 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算（Ⅰ）（Ⅱ）、高次脳機能障害者支援体制加算を算定する事業所に係る基本報酬

＜地域への配慮＞

• 離島・中山間地域（特別地域加算の対象地域）にある事業所に係る基本報酬

• 自治体が客観的に必要であるとして設置する事業所に係る基本報酬

✓ 公募によりサービスが不足する地域に設置する事業所

✓ 自治体から補助等の経済的支援を得て設置する事業所

２）応急的な報酬単価の特例（共同生活援助（介護サービス包括型・日中サービス支援型））

○ 所定単位数の1000分の972に相当する単位数

単 位 数

算 定 要 件 等 （ 配 慮 措 置 ）
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○ 配慮措置として、以下の基本報酬については従前の報酬単価を適用する。

＜重度障害児等への配慮＞

• 主として重症心身障害児を通わせる事業所に係る基本報酬

• 基本報酬医療的ケア区分（１～３）、強度行動障害児支援加算、人工内耳装用児支援加算（Ⅰ）（Ⅱ）、視覚・聴覚・言

語機能障害児支援加算を算定する利用者に係る基本報酬

＜地域への配慮＞

• 離島・中山間地域（特別地域加算の対象地域）にある事業所に係る基本報酬

• 自治体が客観的に必要であるとして設置する事業所に係る基本報酬

✓ 公募によりサービスが不足する地域に設置する事業所

✓ 自治体から補助等の経済的支援を得て設置する事業所

２）応急的な報酬単価の特例（児童発達支援）

○ 所定単位数の1000分の988に相当する単位数

単 位 数

算 定 要 件 等 （ 配 慮 措 置 ）
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○ 配慮措置として、以下の基本報酬については従前の報酬単価を適用する。

＜重度障害児等への配慮＞

• 主として重症心身障害児を通わせる事業所に係る基本報酬

• 基本報酬医療的ケア区分（１～３）、強度行動障害児支援加算（Ⅰ）（Ⅱ）、人工内耳装用児支援加算、視覚・聴覚・言

語機能障害児支援加算を算定する利用者に係る基本報酬

＜地域への配慮＞

• 離島・中山間地域（特別地域加算の対象地域）にある事業所に係る基本報酬

• 自治体が客観的に必要であるとして設置する事業所に係る基本報酬

✓ 公募によりサービスが不足する地域に設置する事業所

✓ 自治体から補助等の経済的支援を得て設置する事業所

２）応急的な報酬単価の特例（放課後等デイサービス）

○ 所定単位数の1000分の982に相当する単位数

単 位 数

算 定 要 件 等 （ 配 慮 措 置 ）
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（ 参 考①）配慮措 置の対象

◎就労継続支援Ｂ型・共同生活援助 （重度障害者支援加算（Ⅰ）（Ⅱ）、医療的ケア対応支援加算は共同生活援助のみ）

【重度障害者支援加算（Ⅰ）】（共同生活援助のみ）

○ 区分６かつ行動関連項目10点以上の利用者に対して個別支援を行った場合に加算

【重度障害者支援加算（Ⅱ）】（共同生活援助のみ）

○ 区分４かつ行動関連項目10点以上の利用者に対して個別支援を行った場合に加算

【医療的ケア対応支援加算】（共同生活援助のみ）

○ 指定基準の人員配置に加えて看護職員等を常勤換算１以上配置しており、医療的ケア判定スコアに記載の医療を必要とする

利用者に対して個別支援を行った場合に加算

【医療連携体制加算（Ⅳ）】

○ 看護職員が事業所を訪問して医療的ケアを必要とする利用者に対して看護を行った場合に加算

【視覚・聴覚言語障害者支援体制加算（Ⅰ）】

○ 利用者の50%以上に視覚、聴覚、言語機能の重度の障害があり、意思疎通に関する専門性をもつ支援員を、利用者数に対して

40:1以上配置している事業所に加算

【視覚・聴覚言語障害者支援体制加算（Ⅱ）】

○ 利用者の30%以上に視覚、聴覚、言語機能の重度の障害があり、意思疎通に関する専門性をもつ支援員を、利用者数に対して

50:1以上配置している事業所に加算

【高次脳機能障害者支援体制加算】

○ 高次脳機能障害のある利用者が全体の30％以上であり、高次脳機能障害支援者養成に関する研修を修了した従業員を、利用

者数に対して50:1以上配置している事業所に加算
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（ 参 考②）配慮措 置の対象

（基本報酬）
◎児童発達支援・放課後等デイサービス
【医療的ケア区分による基本報酬（医療的ケア区分１～３）】

○ 医療濃度に応じて、必要な看護職員を配置し、医療的ケア児に対して支援を行う場合

【主として重症心身障害児を通わせる事業所の基本報酬】
○ 主として重症心身障害児を通わせる事業所において支援を行う場合

（加算）
◎児童発達支援
【強度行動障害児支援加算】

○ 児基準20点以上の児に対して、強度行動障害支援者養成実践研修を修了した職員を配置し、支援援計画を作成し当該計画に基づき支援を行った場
合に加算

【人工内耳装用児支援加算（Ⅰ）】
○ 難聴児のうち人工内耳を装用している児に対して、支援を行った場合、利用定員に応じて加算

【人工内耳装用児支援加算（Ⅱ）】
○ 難聴児のうち人工内耳を装用している障害児に対して、言語聴覚士を１名以上配置し支援を行った場合に加算

【視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算】
○ 視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある児に対して、意思疎通に関し専門性を有する職員を１名以上配置し支援を行った場合に加算

◎放課後等デイサービス
【強度行動障害児支援加算（Ⅰ）】

○ 児基準20点以上の児に対して、強度行動障害支援者養成実践研修を修了した職員を配置し、支援援計画を作成し当該計画に基づき支援を行った場
合に加算

【強度行動障害児支援加算（Ⅱ）】
○ 児基準30点以上の児に対して、中核的人材養成研修を修了した職員を配置し、支援計画を作成し当該計画に基づき支援を行った場合に加算

【人工内耳装用児支援加算】
○ 難聴児のうち人工内耳を装用している障害児に対して、言語聴覚士を１名以上配置し支援を行った場合に加算

【視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算】
○ 視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある障害児に対して、意思疎通に関し専門性を有する職員を１名以上配置している場合に加算
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（ 参 考③）配慮措 置の対象

○ 特別地域加算の対象地域

一 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された離島振興対
策実施地域

二 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島
三 豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第二項の規定により指定され

た特別豪雪地帯
四 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年

法律第八十八号)第二条第一項に規定する辺地
五 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により指定された振興山村
六 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠

原諸島
七 半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項の規定により指定された半島振興対策

実施地域
八 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年

法律第七十二号)第二条第一項に規定する特定農山村地域
九 過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域
十 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島

※ 「厚生労働大臣又はこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める地域」（平成21年厚労告第176号）、「こども家
庭庁長官が定める離島その他の地域」（平24厚労告第233号）に該当する地域
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2021年4月1日

障害福祉サービスの質の確保について
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適正な事業所指定に向けた取組

（１）指定事務に係る運用の実態把握と適正化
○ 支給決定量の地域差の要因を分析するため、各自治体の支給決定や事業所指定に係る事務の運用状況を調査。
〇 令和７年度は、当該調査結果を踏まえつつ、各自治体の指定事務の運用状況等について更なる調査を行った上で、事業所指定の在

り方について検討し、自治体の指定事務に資するガイドライン案をまとめる調査研究を実施予定。
（２）意見申出制度の積極的な活用
○ 令和７年３月の関係課長会議や事務連絡において、運用フロー例や活用事例、意見申出の際に用いる様式例を示して積極的な活用

を促進。

１ サービス横断的な取組

サービスの質の確保・向上のため、事業所指定の適切な運用に向けた取組も進める必要がある。事業所指定に係るサービス横断的な
取組のほか、個別のサービスについても指定の適切な運用に資するガイドラインの作成などの取組を進めている。

（１）共同生活援助における支援の質の確保
○ 共同生活援助における支援の質の確保等のため、令和６年度障害者総合福祉推進事業における調査研究において、共同生活援助に

おける支援に関するガイドライン（案）を作成（今後、厚生労働省として正式に策定（令和７年度中）予定）。
○ 令和７年度は、調査研究において、共同生活援助ガイドライン（案）を活用したモデル研修を試行的に実施する予定。
○ 更に、収益目的による専門性の低い事業者や、遵守すべき法令等の内容を十分に把握していない事業者の参入によるサービスの質

の低下が指摘されていることから、令和７年度調査研究において、運営法人における内部牽制の在り方等も併せて検討する予定。

（２）就労継続支援における支援の質の確保
○ 令和６年度障害者総合福祉推進事業における調査研究において、自治体による指定事務の実態把握を実施。
○ 本調査結果をもとに、就労継続支援における支援の質の確保等のため、今後、指定就労継続支援事業所の新規指定と既存事業所の

運営状況の適切な把握のためのガイドラインを策定予定。

（３）障害児支援における支援の質の確保
〇 支援の内容を示し、一定の質を担保するための全国共通の枠組みとして、児童発達支援・放課後等デイサービスのガイドラインを

改訂し、周知している（令和６年７月）。
〇 令和６年度報酬改定において、児童発達支援・放課後等デイサービス等では総合的な支援の提供を基準で求めるとともに、事業所

の提供する支援を可視化するため、支援プログラムの作成及び公表を求めている（令和７年４月から未公表減算あり）。
〇 全国どの地域でも質の高い障害児支援の提供が図られるよう、令和６年12月より「障害児支援における人材育成に関する検討会」

を開催し、令和９年度以降の実施を見据え、全国共通の枠組みでの研修体系の構築に向けて検討をすすめているところ。

２ 個別サービスに係る取組
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障害福祉サービス事業者等の指定のガイドライン（案）の概要
①指定事務の流れ

• 障害福祉サービス等の事業においては、近年様々な形態の事業者が参入してきており、事業所数の増加により利用者の選択肢が拡大しているものの、一部の事業者にお

いて法令遵守意識の欠如や、利用者に対する不適切な支援、さらには不正請求による指定取消等の行政処分事例がみられ、サービスの質の確保が極めて重要な課題

となっている。

• こうした状況下で、事業の入り口となる「事業者指定」を担う指定権者（都道府県、指定都市、中核市等）は、サービスの質の確保という観点で非常に重要な役割を

担っている。

• 本ガイドラインでは、指定事務を行うにあたって指定権者が遵守することが望ましい指針を示すとともに、質の向上に向けた効果的な取組事例や、いわゆる総量規制・意見

申出制度といった指定事務に関連する制度の具体的な活用方法を示したものである。

ガイドライン案の概要

〇その他の取り組み

・指定事務の一部委託（職員のリソースを質確保に割くため）

・公募の実施（次ページにて説明） 等

①事前相談・事前確認

②市町村との意見交換
（意見申出制度の活用）

③指定申請審査

④現地審査

⑤指定

指定希望者との面談・説明会等の機会を設け、制度概要や必要事項を①説明するとともに、事業内容・指

定基準の理解・開設予定地域のニーズ等について、代理人ではなく直接事業者へ②確認することが望ましい。

①説明事項の例：法令・基準の遵守、違反時のペナルティ、総量規制・意見申出制度の実施有無、報酬

の性質、その他留意事項、等

②確認事項の例：事業開始の理由、法人理念、人員・設備の状況、ニーズ調査の実施状況、別事業所の

運営状況、主として想定している受け入れ対象者や支援内容 等

■指定の流れ（例）

事前相談等の指定前のタイミングにおいて、あらかじめ指定希望者に対して、意見申出制度に基づき指定の

際に条件を付与することがある旨を伝えておくことが望ましい。

〇都道府県：管内市町村への意見照会の実施、市町村意見に対する条件付与の検討

〇指定都市／中核市：障害福祉計画等との合致の確認、意見申出制度に基づく条件付与の検討

指定申請内容や他法令への適合において問題がある場合は、指定日を延期することも考えられる。

指定申請書類（※）の中では、特に以下の不備が見られることが多いため、審査の際には留意が必要。
〇運営規程：記載が必要な項目が抜けている等

〇従業者の勤務の体制・勤務形態：基準に必要な人員が配置されていない、常勤換算の計算の誤り等

〇管理者・サービス管理（提供）責任者の経歴書：必要な実務経験日数が足りていない等

指定予定日までに利用者を受け入れられる状態となっているか確認するため、以下の観点を踏まえて現地審

査を実施することが望ましい。

※標準様式を

使用すること
（R8.4月～）

〇法令で定められた設備要件が守られているか

〇物件の改修工事が完了しているか

〇消防署の指導による設備設置が完了しているか

〇事業開始に必要な設備や備品が揃っているか

〇サービス提供記録の雛形や掲示物、職員の

出退勤管理等運営基準の整備状況等

指定後は、新規指定事業者を対象に、運営に必要な書類が整備されているか、適切な支援がなされている

か等を確認するため、指定後の運営指導を行うことが望ましい。

上記を行う場合は、指定を行う際に、新規指定事業者に対し、今後、運営の実態を把握する目的で運営

指導等を行う旨を伝える。

■サービスの質の確保に向けた指定事務の取組事例

〇事前説明会の実施

〇指定前の管理者面談の実施

〇指定時研修の実施

指定希望者を集め、法令や各種

制度の理解促進のための事前説

明会を実施。新規指定の際は説

明会への参加を必須とし、その後
事前相談へ進めるフローとしている。

①事前

説明会

②市町村と

の意見交換

④申請書類

提出・審査
③事前協

議

⑤現地確

認
⑥指定

代理人ではなく指定希望者と直接

面着し、指定基準や各種制度の

理解を深めるとともに、指定希望

者の知識や経験を把握することで
指定後の運営指導に繋げている。

①事前相談
②他法令の

手続き・確認

④申請書類

提出
③管理者

面談

⑤審査・

修正
⑥指定

指定予定者を集め、指定前研修

を実施。指定後の手続きについて

の説明や、運営時の留意事項等

を説明することで、予防的運営指

導の役割が期待でき、適切な運営
や制度理解を促している。

①事前相談
②申請書

類の提出

③審査・修

正

④現地審

査

⑤指定時

研修
⑥指定
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②いわゆる総量規制

事業所等から指定申請があった時に、

① 「都道府県等が定める区域における当該サービスの利用(入所)定員の総数（＝供給サービス量）」が「都道府県等の障害福祉計画・障害児支援計画（以下「障害福祉

計画等」という。）において定める、都道府県等が定める区域における当該サービスの必要利用（入所）定員の総数（＝サービス見込量）」以上となっている又は当該指

定により超えることになると認める場合

② 都道府県等の障害福祉計画等の達成に支障を生じるおそれがあると認める場合

のいずれかに該当する場合は、指定しないことができる制度（いわゆる総量規制。以下単に「総量規制」という。）

制度概要
障害者総合支援法第36条第５項及び第38条第２項、障害者総合支援法施行規則第34条の20、児童福祉法第21条の５の15第５項及び第24条の９第２項、児童福祉法施行規則第18条の30の２

〇障害者総合支援法
生活介護、就労継続支援A型、就労継続支援B型、障害者支援施設

〇児童福祉法
児童発達支援、放課後等デイサービス、障害児入所施設

①「供給サービス量」と「サービス見込量」

の比較

②関係者との調整
（管内自治体・周辺自治体・関係団体等）

③管内事業所への周知・HP等での公表

④総量規制の実施

■総量規制導入までの流れ（例）

■総量規制の対象サービス（2026年3月時点） ■総量規制のイメージ（上記概要①）

供給サービス量 サービス見込量

≧

※1：障害者支援施設、障害児入所施設については都道府県等における当該施設の入所定員の総数

※2：障害者支援施設、障害児入所施設については都道府県等の障害福祉計画等において定める、当該

施設の必要入所定員総数の見込み

障害福祉計画等の策定時や各年度の決まったタイミングでサービス量を

確認し、「供給サービス量」≧「サービス見込量」となっている場合には総量

規制の実施を検討する。

強度行動障害の状態にある者や医療的ケアを必要とする者等、地域で

不足する個別ニーズについては、右記の例外規定の運用も併せて検討を

行うことが望ましい。

圏域内の各自治体や、規制により影響があると考えられる周辺自治体

と協議し、規制の内容・実施時期・解除の方法等について調整すること

が望ましい。

関係団体等との調整においては、例えば自立支援協議会と事前に協議

し、総量規制の実施方法について検討することも考えられる。

障害福祉サービス事業者等の新規開設を検討している事業者に対して

は、自治体HP等での公表により周知を図る。

既存の事業所については、規制を実施するサービスにおいて、定員増を伴

う事業所の指定ができないことを通知することが望ましい。

例外規定の場合を除き、原則新規の指定や定員増を伴う事業所の指

定を行わない。

実施後に総量規制を解除する際は、右記の公募の実施による募集を行

うことが望ましい。

■例外規定の運用

■公募の実施（総量規制の解除）

総量規制の実施後は、定期的（年に一度、障害福祉計画等の策定時、

等）に「サービス見込量」 が 「供給サービス量」 を上回っている場合（供給

サービス量が不足している場合）は、総量規制の解除を検討する。

解除の方法として、サービスの質確保と地域ニーズを反映するために、公募の

実施による募集を行うことが望ましい。

①公募要項

の公表・募集

＜公募の流れ（例）＞

②選考の

実施

③結果通知・

公表

④従来の指

定手続き

⑤指定

自治体HP等で公表

評価基準や配点を公表

することも考えられる

有識者、事業代表者、

自治体職員等からなる選

定委員会の設置を要綱

等で定めておくことが望ま

しい

自治体HP・メール等

で通知・公表

項目 選定基準設定の観点

所在地
圏域や地域内における事業所の充足

状況を勘案する等

設備
訓練・作業室等必要な設備の設置

状況が十分か等

人員配置
人員の充実度、従業者の経験年数

等

事業継続性
運営実績があるか、収支見通しの根

拠が明確か等

職員の質向

上の取り組み

職員の研修等への取り組み状況、職

場環境向上の取り組み等

運営方針
地域との交流、関係機関との連携に

ついての取り組み等

開設の目的・

事業計画等

障害福祉計画等の達成に資する支

援内容かどうか、ニーズがあるか等

上記のほか、具体的な支援対象像を示したうえで、その支

援対象へのアセスメント、支援内容、個別支援計画等を

作成・提出してもらい評価する方法も考えられる。

選定された事業者にお

いては従来の指定手

続きを経て指定を行う

＜評価項目設定の観点（例）＞

地域で不足している個別ニーズ等については、総量規制の対象外として例

外規定を定め、供給サービス量の調整と地域ニーズの反映を図った運用を

することが望ましい。

＜例外的な取り扱い（例）＞

•強度行動障害、重症心身障害者、医療的ケアを要する者を対象とする

場合

•事業継承等で実質的に支援体制に変更が無い新規指定の場合

•その他自治体が必要と認められる場合

以下の場合には総量規制を検討し、指定しないことができる。

都道府県等が定める区域における

当該サービスの利用定員の総数(※1)

障害福祉計画等において定める、都道府

県等が定める区域における当該サービスの

必要利用定員の総数(※2)

※令和９年４月１日からは共同生活援助が新たに対象サービスとなる。
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③意見申出制度

■指定フローの例（指定都市・中核市）

市町村が障害福祉計画・障害児支援計画（以下「障害福祉計画等」という。）で地域のニーズを把握し、必要なサービスの提供体制の確保を図れるよう、令和６年４月から、

• 市町村は、都道府県の事業者指定について、障害福祉計画等との調整を図る見地から意見を申し出ること

• 都道府県は、その意見を勘案して指定に際し必要な条件を付し、条件に反した事業者に対して勧告及び指定取消しを行うこと

• 政令市、中核市においても、市の障害福祉計画等との調整を図る見地から、事業所の指定にあたって、当該事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付すこと

をできることとした制度。

制度概要 障害者総合支援法第36条第6項、第7項及び第8項、第49条第１項並びに第50条第１項第２号、児童福祉法第21条の５の15第６項から第８項まで及び第21条の５の23第１項並びに第21条の５の24第１項第２号

⓪通知の求め
※市町村は都道府県に対し、予め通知の

求めを行う

②市町村との意見交

換・条件付与の検討

③指定申請審査

④現地審査

⑤条件を付して指定

①事前相談・事前確

認

②条件付与の検討

③指定申請審査

④現地審査

⑤条件を付して指定

①事前相談・事前確

認

•事前相談段階で、意見申出制度により指定時に条件付

与の可能性がある旨を指定希望者へ説明しておくことが

望ましい。

•都道府県においては、管内の市町村に対して、定期的

（年1回、等）に通知を求めるサービスに変更がないか確

認する等、積極的に制度の活用を働き掛けることが望ま

しい。

•指定都市・中核市においては、自らが指定権者のため、

通知の求めは不要であるが、例えば条件付与を行う可能

性のあるサービスにおいては自治体HP等でその旨を事前に

周知することで、効果的に制度を活用できると考えられる。

•障害福祉計画等を踏まえた条件付与であることから、市

町村は本制度の積極的な活用を踏まえた障害福祉計

画等の策定を行うことが望ましい。

■具体的に想定される条件の例

✓ 市町村が計画に記載した障害福祉サービスのニーズを

踏まえ、事業者のサービス提供地域や定員の変更

（制限や追加）を求めること

✓ 市町村の計画に中重度の障害児者や、ある障害種

別の受入体制が不足している旨の記載がある場合に、

事業者職員の研修参加や人材確保等、その障害者

の受入に向けた準備を進めること

✓ サービスが不足している近隣の市町村の障害児者に

対してもサービスを提供すること

✓ 計画に地域の事業者が連携した体制構築に関する記

載がある場合、事業者のネットワークや協議会に、事

業者が連携・協力又は参加すること

■意見申出制度活用時のポイント

■総量規制と組み合わせた活用方法

〇総量規制 ✕例外規定 と組み合わせた活用

総量規制を実施しているサービスにおいて、例外的な取

り扱い（例：強度行動障害の状態にある児者、重症

心身障害児者、医療的ケアが必要な児者を主として

受け入れる事業者については総量規制の対象外とする

場合等）に基づき指定を行う場合においては、障害福

祉計画等のとの調整を図る見地から、指定の際に、そ

の旨（当該障害者の受け入れていること等）を条件と

して付すことで、例外的な取り扱いを担保することが考

えられる。

総量規制を実施している場合は、意見申出制度を併せて活用することで、以下のような運用方法が考えられる。

〇総量規制 ✕公募の実施 と組み合わせた活用

総量規制を実施しているサービスにおいて、公募の実施に

より事業者指定を行っている場合においては、公募の際

に要件としている内容（例：開設予定地域や支援内

容等）について、障害福祉計画等との調整を図る見地

から、指定の際に、その旨（公募の応募時に計画してい

た開設予定地域への開設を求めること、公募の応募時

に計画していた支援が実施されるよう必要な人員・設備

を揃えること等）を条件として付すことで、公募で付した

条件を担保することが考えられる。

■指定フローの例（都道府県）
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共同生活援助（グループホーム）の質の確保に向けた取組

◎障害者総合支援法改正法施行後３年の見直しについて（令和４年６月13日社会保障審議会障害者部会報告書）

○ （略）グループホームについては、近年、障害福祉サービスの実績や経験が少ない事業者の参入が多く見受けられ、障害特性

や障害程度を踏まえた支援が適切に提供されないといった支援の質の低下が懸念される。

◎令和６年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性について（令和５年12月６日障害福祉サービス等報酬改定検討チーム）

③ 共同生活援助における支援の質の確保

○ グループホームにおける障害者の特性に応じた支援や、サービスの質を評価するための具体的な基準の在り方については、

グループホームの支援に関するガイドラインの策定や、管理者、従業者等に対する資格要件や研修の導入等を来年度以降検討

する。

＜これまでの取組＞

• 令和８年２月に、共同生活援助において守られるべき最低限の基準を示した「共同生活援助における運営や

支援に関するガイドライン」を策定。

• 共同生活援助の新規事業所の指定や、既存事業所の運営状況の把握や指導等を行う際に活用いただくための

留意点を整理し、ガイドラインと併せて自治体あて通知。

＜今後の取組（予定）＞

• ガイドラインに基づいた自己評価等を行うことを基準省令の解釈通知に位置付ける。

• 令和９年度から管理者の資格要件（実務経験要件、研修要件）を導入。全国で管理者研修を円滑に実施でき

るよう、令和８年度前期に、都道府県等向けの説明会等を実施する予定。

• 共同生活援助の生活支援員・世話人（直接処遇職員）が障害者支援に関する基礎的な知識を習得することが

できるよう、令和８年度に直接処遇職員を対象とした研修用教材及びカリキュラムを開発する予定。また、

直接処遇職員が当該研修を受講できるよう、今後、都道府県等による研修実施についても検討を進める。

社会保障審議会障害者部会

第155回（R8.4.24） 資料４
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（参考）現行の管理者の資格要件について（障害福祉・介護）

44

障害福祉サービス 介護サービス

最低基準（報酬に関係なく、事業を行う上で満たす必要がある基準）

【管理者の資格要件（例）】以下のいずれかを満たす者
• 社会福祉主事任用資格を有する者
• 社会福祉事業に２年以上従事した者
• 企業を経営した経験を有する者（就労A・就労Bのみ）
• これらと同等以上の能力を有すると認められる者

※ 障害者総合支援法第80条第2項に基づく「障害福祉サービス事業の設備
及び運営に関する基準」、同法第84条第2項に基づく「障害者支援施設
の設備及び運営に関する基準」に規定

※ 法第80条第2項では「施設を必要とするものに限る。」とされ、生活介
護や就労系サービス等が対象。共同生活援助は対象外。

【特別養護老人ホームの長（施設長）の資格要件】
以下のいずれかを満たす者
• 社会福祉主事任用資格を有する者
• 社会福祉事業に２年以上従事した者
• これらと同等以上の能力を有すると認められる者

※ 老人福祉法第17条第2項に基づく「特別養護老人ホームの設備及び運営
に関する基準」に規定

※ 認知症GHについては最低基準は定められていない。

全サービス
管理者の資格要件なし

➔ 共同生活援助（グループホーム）
について、新たに管理者の資格要
件を設け、指定基準に位置付ける
こととしてはどうか

指定基準（指定を受ける上で満たす必要がある基準）

【認知症GHの管理者の資格要件】

（実務要件）
• 特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護

老人保健施設、介護医療院、指定認知症対応型共同生活
介護事業所等の従業者又は訪問介護員等として、３年以
上認知症である者の介護に従事した経験を有する者

（研修要件）
• 認知症対応型サービス事業管理者研修を修了している者
➢ 認知症対応型サービス事業管理者研修の対象者は、

「認知症介護実践者研修を修了している者」
➢ 認知症介護実践者研修の対象者は、「認知症介護基

礎研修を修了した者等であり、概ね実務経験２年程
度の者」

※ その他の指定地域密着型サービスも同様
※ 指定居宅サービスには原則、管理者の資格要件は存在しない
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共同生活援助（グループホーム）の管理者の資格要件について（案）

令和９年度（施行年度） 令和10年度 令和11年度 令和12年度

【経過措置】令和９年度～11年度中に共同生活援助管理者研修（仮称）を修了すること 本格施行

◎経過措置について※

共同生活援助の管理者の資格要件（案）

• 指定障害福祉サービス事業所、指定相談支援事業所、指定障害者支援施設等の従業者※

１として、３年以上障害者の支援等に従事した経験を有する者であって、共同生活援助
管理者研修（仮称）を修了している者※２

※１ 管理者等のうち、実際に障害者に対する支援業務に従事していない者は含まないものとする。

※２ 共同生活援助管理者研修（仮称）は「３年以上の障害者の支援等に従事した経験を有する者」が受講可能

※ 令和９年度前に開設した共同生活援助の管理者（施行時点において現に勤務している者に限る。）については、3年以上の実務経験を要しない。
一方、令和９年度以降の新規開設共同生活援助の管理者については、実務経験の経過措置なし（開設時に３年以上の実務経験が必要）。

○ 共同生活援助の管理者に係る資格要件を新たに設け、令和９年４月から適用することとしてはどうか。

◎共同生活援助管理者研修（仮称）について

⚫ 実施主体：都道府県等

⚫ 研修の具体的な内容については、令和７年度障害者総合福祉推進事業で開発したカリキュラムや教材等をもとに検討を加える。

⚫ 全国で管理者研修を円滑に実施できるよう、令和８年度前期に都道府県等の職員を対象とした説明会等を開催予定。

⚫ 令和８年度に先行して管理者研修を試行的に実施※する自治体に対しては、令和８年度において補助金（補助率10/10）を交付

共同生活援助
管理者研修（仮称）

３年以上障害者

の支援等に従事

管理者の資格要件有

受講

修了

※ 当該研修の受講者は、令和９年度以降、共同生活援助管理者研修（仮称）を修了した者とみなすものとする予定

（参考）管理者の資格要件の例（認知症対応型共同生活介護）
特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者又は訪問

介護員等として、３年以上認知症である者の介護に従事した経験を有する者であって、認知症対応型サービス事業管理者研修を修了している者
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共同生活援助（グループホーム）の直接処遇職員向けの研修について（案）

概要

⚫ 共同生活援助の支援の質を確保する観点から、共同生活援助事業者に、世話人・生活支援員、夜間支援従事者など障害者の支援に

直接携わる職員（直接処遇職員）に対し、障害福祉に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じることを運営基準に

より義務づけることとしてはどうか。

⚫ この研修については、受講対象となる人数が多いことを勘案し、今後、ｅラーニング方式での実施など、なるべく自治体・受講者

の負担にならない方法を検討してはどうか。

基準省令（運営基準） 解釈通知

（勤務体制の確保等）
第百三条
３ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、

介護従業者の資質の向上のために、その研
修の機会を確保しなければならない。その
際、当該指定認知症対応型共同生活介護事
業者は、全ての介護従業者（看護師、准看
護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第
八条第二項に規定する政令で定める者等の
資格を有する者その他これに類する者を除
く。）に対し、認知症介護に係る基礎的な
研修を受講させるために必要な措置を講じ
なければならない。

４ 運営に関する基準
⑼ 勤務体制の確保等

⑤ 同条第３項後段の規定は、地域密着型通所介護に係る基準第30条第３項と基本的
に同趣旨であるため、第３の二の二の３の⑹③を参照されたいこと。

第３の二の二の３の⑹③（抜粋）
③ また、同項後段は、介護サービス事業者に、介護に直接携わる職員のうち、医療・

福祉関係の資格を有さない者について、認知症介護基礎研修を受講させるために必要
な措置を講じることを義務づけることとしたものであり、これは、介護に関わる全て
の者の認知症対応力を向上させ、認知症についての理解の下、本人主体の介護を行い、
認知症の人の尊厳の保障を実現していく観点から実施するものであること。

指定地域密着型通所介護事業者は、令和６年３月31日までに医療・福祉関係資格を
有さない全ての地域密着型通所介護従業者に対し認知症介護基礎研修を受講させるた
めの必要な措置を講じなければならない。

【参考】認知症対応型共同生活介護の例

◎今後のスケジュール（予定）

• 令和８年度 研修教材、カリキュラムの開発

• 令和９年度 運営基準の改正

• 令和10年度 施行、研修開始（一定の経過措置期間を設ける）
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46



令和９年度障害福祉サービス等

報酬改定について

19



改定時期 改定にあたっての主な視点 改定率

平成21年度改定
○良質な人材の確保 ○地域生活基盤の充実 ○事業者の経営基盤の安定 ○中山間地域等への配慮

○サービスの質の向上 ○新体系への移行促進
＋ 5.1％

平成24年度改定
○福祉・介護職員の処遇改善の確保 ○物価の動向等の反映

○障害児・者の地域移行・地域生活の支援 ○経営実態等を踏まえた効率化・重点化
＋ 2.0％

平成26年度改定 ○消費税率の引上げ（８％）への対応 ＋ 0.69％

平成27年度改定
○福祉・介護職員の処遇改善 ○障害児・者の地域移行・地域生活の支援

○サービスの適正な実施等
± 0％

平成29年度改定 ○障害福祉人材の処遇改善 ＋ 1.09％

平成30年度改定

○障害者の重度化・高齢化を踏まえた地域移行・地域生活の支援

○医療的ケア児への対応等 ○精神障害者の地域移行の推進

○就労系サービスにおける工賃・賃金の向上、一般就労への移行促進

○障害福祉サービスの持続可能性の確保

＋ 0.47％

令和元年10月改定 ○消費税率の引上げ（10％）への対応 ○障害福祉人材の処遇改善
＋ 2.00％

処遇改善：１．５６％
消費税 ：０．４４％

令和３年度改定

○障害者の重度化・高齢化を踏まえた地域移行・地域生活の支援、質の高い相談支援

○効果的な就労支援

○医療的ケア児への支援などの障害児支援の推進 ○感染症等への対応力の強化

○精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの推進 ○持続可能性の確保

＋0.56％

令和４年10月改定 ○障害福祉人材の処遇改善 ＋1.72％

令和６年度改定

○障害福祉人材の処遇改善 ○障害者が希望する地域生活を実現する地域づくり

○医療と福祉の連携の推進 ○社会の変化等に伴う障害児・障害者のニーズへのきめ細やかな対応

○持続可能性の確保

＋1.12％

令和８年度改定 〇障害福祉人材の処遇改善 ○持続可能性の確保 ＋１.84％

※うち、コロナ対応に係る

特例的な評価 ＋0.05％
 （令和３年９月末までの間）

障害福祉サービス等報酬改定の経緯

48



令和６年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容

 障害福祉分野の人材確保のため、介護並びの処遇改善を行うとともに、障害者が希望する地域生活の実現に向けて、介護との収

支差率の違いも勘案しつつ、新規参入が増加する中でのサービスの質の確保・向上を図る観点から、経営実態を踏まえたサービ

スの質等に応じたメリハリのある報酬設定を行う。

○ 障害者が希望する地域生活の実現

・ 地域生活支援拠点等において、情報連携等を担うコーディネーターの

配置を評価する加算を創設

・ 障害者支援施設から地域へ移行した者がいる場合に、入所定員を減

らした場合を評価するための加算を創設

・ 支援の質の高い相談支援事業所の整備を推進するため、機能強化型

      の基本報酬を充実 等

○ 多様なニーズに応える専門性・体制の評価

・ 強度行動障害を有する児者を支援する「中核的人材」の配置や「集中

的支援」について評価（生活介護・施設・グループホーム等）

・ 医療的ケア児の成人期への移行にも対応した医療的ケア体制の充実

（生活介護・施設・短期入所等）

・ 児童発達支援センターの機能強化、児童発達支援・放課後等デイ

サービスの総合的な支援の推進。支援ニーズの高い児や家族への支援

の評価充実、インクルージョンの推進 等

○ 支援時間・内容を勘案したきめ細かい評価

・ 生活介護の基本報酬設定にサービス提供時間に応じた評価の導入。

なお、サービス提供時間については、個別支援計画に定めた個々の支援

時間での算定を基本とするなど一定の配慮を設ける

・ グループホーム、児童発達支援・放課後等デイサービスにおいても、サービ

ス提供時間に応じた評価を導入

・ 就労継続支援A型における生産活動収支や、就労継続支援B型におけ

る平均工賃月額に応じた評価

・ 通所系サービスにおける食事提供加算について栄養面を評価しつつ経過

措置を延長

・ 障害者虐待防止措置や身体拘束の適正化等、必要な基準を満たして

いない場合の減算の導入・見直し（全サービス共通） 等

○ その他

・ 重度化・高齢化を踏まえた居宅介護・重度訪問介護の国庫負担基準の

見直し

・ 物価高騰を踏まえた施設における補足給付の基準費用額（食費・光熱

水費）を見直し 等

 令和６年度障害福祉サービス等報酬改定の改定率：＋1.12％（改定率の外枠で処遇改善加算の一本化の効果等があり、そ

れを合わせれば改定率＋1.5％を上回る水準）

 今般新たに追加措置する処遇改善分を活用し、障害福祉の現場で働く方々にとって、令和６年度に2.5%、令和７年度に

2.0%のベースアップへと確実につながるよう、配分方法の工夫を行う。

 原則として令和６年４月１日に施行（２月６日に報酬改定案をとりまとめ、パブコメを実施した上で、３月15日に報酬告

示の改正、同29日に関係通知の発出）
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障害福祉サービス等報酬改定検討チームについて

障害福祉サービス等に係る報酬について、報酬改定の検討を行うため、「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」を

開催し、アドバイザーとして有識者の参画を求めて、公開の場で検討を行う。

主査 厚生労働大臣政務官

副主査 厚生労働省障害保健福祉部長

副主査補 こども家庭庁長官官房審議官（支援局担当）

構成員 厚生労働省

障害福祉保健部
企画課長
障害福祉課長
精神・障害保健課長
地域生活・発達障害者支援室長

職業安定局 障害者雇用対策課長 （オブザーバー）

こども家庭庁支援局 障害児支援課長

【令和９年度報酬改定チーム検討スケジュール（イメージ）】

令和８年４月28日（火） 今後の検討の進め方について

６月～８月 関係団体ヒアリング（計６回程度開催）

８月末頃 関係団体ヒアリングの意見まとめ、主な論点案

９月～10月 各サービスの報酬等の在り方について検討

11月 サービス横断的な報酬等の在り方について検討

12月 報酬・基準に関する基本的な考え方の整理・取りまとめ

令和９年２月 障害福祉サービス等報酬改定案のとりまとめ

※検討過程の客観性・透明性の担保のために参画

・ 有村 大士 日本社会事業大学社会福祉学部教授
・ 井出 健二郎 兵庫県立大学大学院経営専門職医療介護マネジメント教授

・ 岩崎 香 早稲田大学人間科学学術院教授
・ 薄田 寛 千葉市保健福祉局高齢障害部障害福祉サービス課長
・ 小澤 温 筑波大学名誉教授
・ 佐藤 香 東京大学名誉教授
・ 田村 和宏 立命館大学産業社会学部現代社会学科教授
・ 野澤 和弘 一般社団法人スローコミュニケーション代表、
                      植草学園大学副学長（教授）、毎日新聞客員編集委員
・ 橋本 美枝 医療法人社団聖母会成田地域生活支援センター統括施設長

・ 渡邉 隼 京都市子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課長

※ 主査が必要と認める時は、関係者から意見を聞くことができる。

アドバイザー（10名）

【検討項目】

（１）障害福祉サービス等報酬改定の基礎資料

を得るための各種調査

（２）令和９年度障害福祉サービス等報酬改定

等
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令和８年
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

令和９年
１月 ２月 ３月 ４月以降

令和９年度障害福祉サービス等報酬改定に向けた検討の進め方（案）

〇 令和９年度障害福祉サービス等報酬改定に向けた検討については、以下のスケジュールで進めてはどうか。

※ 議論の状況については、適宜、障害者部会に報告する。

・
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障害福祉サービス等報酬改定に向けた関係団体ヒアリングの実施について（案）

〇 令和９年度障害福祉サービス等報酬改定に向けた関係団体ヒアリングについて、以下の内容で実施してはどうか。

１．対象団体

ヒアリングを行う団体は、次ページのとおりとする。

２．実施予定日

６～７回程度：６月～８月

３．ヒアリング要領

（１）１団体あたり質疑応答を含め15分程度（団体説明：８分、アドバイザー等質疑：７分）で意見等を述べることとする。
（１回当たり８団体程度を予定）
※ 対面による方式のほか、オンライン会議による方式及び書面提出による方式などにより実施することも可能とする。

（２）意見等については、令和９年度障害福祉サービス等報酬改定に関するものとし、以下の視点についても盛り込むこととする。

・視点１ 障害福祉サービス等に係る予算額が、障害者自立支援法の施行時から４倍以上に増加し、特に令和６年度報酬
改定後において総費用額が＋12.1％の伸びとなっている中で、持続可能な制度としていくための課題及び対処方策

・視点２ 人材の確保・育成・専門性向上及び業務の負担軽減・効率化に向けた課題及び対処方策

・視点３ 令和６年度報酬改定及び令和８年度報酬改定後における経営の状況、賃上げや物価等への対応状況

・視点４ 各地域において、利用者が個々のニーズに応じたサービスの提供を受けられるようにするための、過不足のないサー
ビス提供体制の確保に向けた課題及び対処方策

・視点５ より質の高いサービスを提供していく上での課題及び対処方策・評価方法。特に、多様な主体の参入に伴い、
サービス・支援の内容・質にバラつきが見られることへの対処方策

・視点６ 地域生活の支援や重度化・高齢化への対応、他制度との連携強化その他各分野における様々な課題への対応方策

（３）資料については、本体資料に加え、当該資料の概要を作成し、電子媒体にて事前に事務局へ提出する。

（４）当日の出席者は最大２名（介助者等を除く）とする。
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ヒアリング団体一覧（案）

〇 令和９年度障害福祉サービス等報酬改定に向けた関係団体ヒアリングは、以下の団体を対象としてはどうか。
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・ 一般財団法人全日本ろうあ連盟

・ 一般社団法人社会的養育地域支援ネットワーク

・ 一般社団法人全国医療的ケア児者支援協議会

・ 一般社団法人全国介護事業者連盟

・ 一般社団法人全国肢体不自由児者父母の会連合会

・ 一般社団法人全国児童発達支援協議会

・ 一般社団法人全国重症心身障害日中活動支援協議会

・ 一般社団法人全国重症児者デイサービス・ネットワーク

・ 一般社団法人全国精神障害者福祉事業者協会

・ 一般社団法人全国手をつなぐ育成会連合会

・ 一般社団法人全日本自閉症支援者協会

・ 一般社団法人日本ＡＬＳ協会

・ 一般社団法人日本筋ジストロフィー協会

・ 一般社団法人日本自閉症協会

・ 一般社団法人日本難病・疾病団体協議会

・ 一般社団法人日本発達障害ネットワーク

・ 一般社団法人全国地域で暮らそうネットワーク

・ きょうされん

・ 公益財団法人日本知的障害者福祉協会

・ 公益社団法人全国精神保健福祉会連合会

・ 公益社団法人全国脊髄損傷者連合会

・ 公益社団法人日本精神神経科診療所協会

・ 公益社団法人日本医師会

・ 公益社団法人日本栄養士会

・ 公益社団法人日本看護協会

・ 公益社団法人日本重症心身障害福祉協会

・ 公益社団法人日本精神科病院協会

・ 社会福祉法人全国盲ろう者協会

・ 社会福祉法人日本身体障害者団体連合会

・ 社会福祉法人日本視覚障害者団体連合

・ 障害者自立支援法違憲訴訟団

・ 障害のある人と援助者でつくる日本グループホーム学会

・ 全国医療的ケアライン

・ 全国肢体不自由児施設運営協議会

・ 全国社会就労センター協議会

・ 全国社会福祉法人経営者協議会

・ 全国重症心身障害児（者）を守る会

・ 全国障害者自立訓練事業所協議会

・ 全国自立生活センター協議会

・ 全国身体障害者施設協議会

・ リハビリテーション専門職団体協議会
（日本理学療法士協会・日本作業療法士協会・日本言語聴覚士協会）

・ 特定非営利活動法人ＤＰＩ日本会議

・ 特定非営利活動法人就労継続支援Ａ型事業所全国協議会

・ 特定非営利活動法人全国就業支援ネットワーク

・ 特定非営利活動法人全国就労移行支援事業所連絡協議会

・ 特定非営利活動法人全国精神障害者地域生活支援協議会

・ 特定非営利活動法人全国地域生活支援ネットワーク

・ 特定非営利活動法人難病のこども支援全国ネットワーク

・ 特定非営利活動法人日本失語症協議会

・ 特定非営利活動法人日本相談支援専門員協会

・ 特定非営利活動法人日本高次脳機能障害友の会

・ 独立行政法人国立病院機構

・ 日本肢体不自由児療護施設連絡協議会

（計53団体、五十音順）
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相談支援について
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意思決定支援の推進等

22



障害者の意思決定支援を推進するための方策

障害者の意思決定支援を推進するため、「障害福祉サービス等の提供に当たっての意思決定支援ガイドライン」を踏まえ、相談支援及び障害福祉サー

ビス事業等の指定基準において、以下の規定を追加する。

【取扱方針】

・ 事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮するよう努めなければならない。

【サービス等利用計画・個別支援計画の作成等】

・ 利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の検

討をしなければならない。

・ 利用者の希望する生活や課題等の把握（アセスメント）に当たり、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に意思決定支援を

行うため、当該利用者の意思及び選好並びに判断能力等について丁寧に把握しなければならない。

・ 相談支援専門員やサービス管理責任者が行うサービス担当者会議・個別支援会議について、利用者本人が参加するものとし、当該利用者の生活に対す

る意向等を改めて確認する。

※ 障害児者の状況を踏まえたサービス等利用計画・障害児支援計画の作成を推進する観点から、 サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者が作成した個

別支援計画について相談支援事業者への交付を義務付け。

【サービス管理責任者の責務】

・サービス管理責任者は、利用者の自己決定の尊重を原則とした上で、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に利用者への意思

決定支援が行われるよう努めなければならない。

※障害児通所支援、障害児入所施設についても、障害児及びその保護者の意思の尊重の観点から、上記に準じた規定を追加。

意思決定支援の推進（運営基準への位置づけ）

相談支援事業者
サービス事業者 ア

セ
ス
メ
ン
ト

計
画
原
案
作
成

サ
ー
ビ
ス
担
当
者
会
議

個
別
支
援
会
議

計
画
の
実
施

（
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
）

モ
ニ
タ
リ
ン
グ※

利用者本人の参加
（原則）

計
画
作
成

ビジネスのイラスト「会議」

意思決定に困難
を抱える者の意
思及び選好、判
断能力等の把握

（参考）障害者の意思決定支援のプロセス 相談支援専門員・サービス管理責任者が、利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ、計画を検討

※相談支援専門員によるモニタリングについて、地域移行に向けた意思決定支援や重度の障害等のため頻回な関わりが必要な者は標準より短い期間で設定が望ましい旨例示
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⃝ 障害者総合支援法においては、障害者が「どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保」される旨を規定し、指定事業者や指定相談支援事業者に対し、
「意思決定支援」を重要な取組として位置付けている。

⃝ 意思決定支援の定義や意義、標準的なプロセスや留意点を取りまとめたガイドラインを作成し、事業者や成年後見の担い手を含めた関係者間で共有することを
通じて、障害者の意思を尊重した質の高いサービスの提供に資することを目的とする。

意思決定が必要な場面 ・サービスの選択 ・居住の場の選択 等
自己決定が困難な場合

意思決定支援責任者の選任
とアセスメント
相談支援専門員・サービス管理責任者兼務可

意思決定支援会議の開催
サービス担当者会議・個別支援会議
と兼ねて開催可

本人・家族・成年後見人等・意思決定支援責任者・事業者・関係者等による情報交
換や本人の意思の推定、最善の利益の判断

意思決定の結果を反映したサービス等利用計画・個別支援計画
（意思決定支援計画）の作成とサービスの提供、支援結果等の記録

支援から把握される表情や感情、行動等か
ら読み取れる意思と選好等の記録

趣 旨

《意思決定支援の定義》

意思決定支援とは、自ら意思を決定することに困難を抱える障害者が、日常生活や社会生活に関して自らの意思が反映された生活を送ることができるように、可

能な限り本人が自ら意思決定できるよう支援し、本人の意思の確認や意思及び選好を推定し、支援を尽くしても本人の意思及び選好の推定が困難な場合には、最

後の手段として本人の最善の利益の検討のために事業者の職員が行う支援の行為及び仕組みをいう。

《意思決定を構成する要素》

（１）本人の判断能力

障害による判断能力の程度は、意思決定に大きな影響を与える。意思決定を進める上で、本人の判断能力の程度について慎重なアセスメントが重要。

（２）意思決定支援が必要な場面

① 日常生活における場面（食事・衣服の選択・外出・排せつ・整容・入浴等基本的生活習慣に関する場面）

② 社会生活における場面（自宅からグループホームや入所施設、一人暮らし等に住まいの場を移す等の場面）

（３）人的・物理的環境による影響

意思決定支援は、本人に関わる職員や関係者による人的な影響や環境による影響、本人の経験の影響を受ける。

意
思
決
定
に
関
す
る
記

録
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

○ 本人の意思決定に関する情報の把握方法、意思決定支援会議の開催準備等
○ アセスメント ・本人の意思確認 ・日常生活の様子の観察 ・関係者からの情報収集・本人

の判断能力、自己理解、心理的状況等の把握・本人の生活史等、人的・物理的環境等のアセスメ
ント・体験を通じた選択の検討 等

本人が自己決定できるように支援

意思決定支援の定義 / 意思決定を構成する要素

「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」の概要

意思決定支援の流れ
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サービス担当者会議等への利用者本人の同席状況

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定検証調査より

相談支援及び障害

福祉サービス事業

等の指定基準にお

いて、相談支援専

門員やサービス管

理責任者が行う

サービス担当者会

議・個別支援会議

について、利用者

本人が参加するも

のとし当該利用者

の生活に対する意

向等を改めて確認

する。ことを追加。



指定計画相談支援

指定障害児相談支援

26



報酬区分
常勤専従の

相談支援専門員数

サービス利用支援費 ※

現行 報酬引き上げ

機能強化（Ⅰ） ４名以上 1,864単位 2,014単位

機能強化（Ⅱ） ３名以上 1,764単位 1,914単位

機能強化（Ⅲ） ２名以上 1,672単位 1,822単位

機能強化（Ⅳ） １名以上 1,622単位 1,672単位

機能強化なし 1,522単位 1,572単位

⚫ 市町村毎のセルフプラン率等について国が公表し見える化した上で、今後、自治体の障害福祉計画に基づく相談支援専門員の計画的な養成等を促す方策を講じる。
⚫ 機能強化型事業所で主任相談支援専門員の指導助言を受ける体制が確保されている場合、常勤専従の社会福祉士・精神保健福祉士を「相談支援員」として配置可。
⚫ 居宅訪問が要件の加算について、一部オンラインでの面接を可能とする。
⚫ 離島等の地域において（継続）サービス利用支援の一部オンラインでの面接を可能とするとともに、居宅や事業所等の訪問を要件とする加算を上乗せ等を認める。

①基本報酬等の充実 （算定要件の見直しと単位数の引き上げ） ②医療等の多機関連携のための加算の拡充等

③相談支援人材の確保及びICTの活用について

⚫ 医療等の多機関連携のための各種加算について、加算の対象となる場面や業
務、連携対象の追加（訪問看護事業所）、算定回数などの評価の見直しを行う。

⚫ 支援の質の高い相談支援事業所の整備を推進するため、算定要件を追加（※）した上で、
基本報酬を引き上げ

※「協議会への定期的な参画」及び「基幹相談支援センターが行う地域の相談
支援体制の強化の取組への参画」を要件に追加

相談支援の質の向上や提供体制を整備するための方策

加算名 算定場面 現行 改正後

医療・保育・
教育機関等連
携加算

面談・会議 100単位
計画作成月：200単位
モニタリング月：300単位

（新）通院同行 － 300単位

（新）情報提供 － 150単位

集中支援加算

訪問、会議開催､参加 各300単位 同左

（新）通院同行 － 300単位

（新）情報提供 － 150単位

その他加算
訪問 200・300単位 300単位

情報提供 100単位 150単位

⚫ 要医療児者支援体制加算等
医療的ケアを必要とする障害児者等を支援する事業所を更に評価。

通院同行 情報提供面談・会議

・利用者の通院に同行し、
必要な情報提供を実施

・関係機関に対して文書
により情報提供を実施

・医療機関、保育、教育
機関等との面談・会議

ビジネスのイラスト「会議」

現行 改正後

100単位
（新）300単位（中核的な役割を担う相談支援事業所の場合）

100単位（上記以外）

※通院同行は各病院１回最大３回、情報提供は病院・それ以外で各1回算定可

※１ 継続サービス利用支援費、（継続）障害児支援利用援助費も同様に引き上げ
※２ 複数事業所の協働による機能強化型報酬の対象事業所の追加

「地域生活支援拠点等を構成する事業所」に加えて、「地域生活支援拠点等に係
る関係機関との連携体制を確保し、協議会に定期的に参画する事業所」を追加

⚫ 主任相談支援専門員加算

地域の相談支援の中核的な役割を担う相談支援事業所であって、地域の相談
支援事業所に助言指導を行う場合に更に評価。

⚫ 地域体制強化共同支援加算（支援困難事例等の課題の協議会への報告）
算定対象事業所を追加（※２と同じ）

加算名 現行 改正後
要医療児者支援体制加算
行動障害支援体制加算
精神障害者支援体制加算

35単位 対象者あり：60単位
対象者なし：30単位

（新）高次脳機能障害者支援体制加算 ー

⚫ 支給決定に際して市町村に提出された医師意見書について、本人の同意を得
た上で、相談支援事業所がサービス等利用計画案の作成に活用できる旨周
知。
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入退院時等についての医療と福祉の連携と報酬上の評価

入退院時等に医療機関と福祉事業者の情報連携（文書等による情報の提供、収集）や協働による支援の検討（カンファレンス
の開催や参加）等の連携を推進するため、当該業務について相互に報酬上評価を行っている。

○入院時情報連携加算
入院時に医療機関が求める利用者の
情報を医療機関に提供した場合
（Ⅰ）訪問 （Ⅱ）文書等

入院時 退院時

○入退院支援加算１ ○入退院支援加算２
退院困難な患者を抽出し、早急に本人・家族と面談、カンファレンス
を実施した場合

○診療情報提供料（Ⅰ）
患者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて、当該患者に係る保
健福祉サービスに必要な情報を提供した場合（退院日の前後２週間）
介護支援等連携指導料を算定した場合は算定不可。

相談支援

○集中支援加算【計画作成時・モニタリング時以外】

障害福祉サービス等の利用に関して、以下の支援を
行った場合（④以外は各々月１回算定可）
①月２回以上の居宅等への訪問による面談
②サービス担当者会議の開催
③他機関が主催する支援を検討する会議への参加
④通院同行（異なる医療機関の場合、月３回を限度）
⑤情報提供

○退院・退所加算 【計画作成時】

退院退所時に、医療機関等の多職種からの情報収集や
医療機関等における退院・退所時のカンファレンスへ
の参加を行った上で、サービス等利用計画を作成した
場合

○医療・保育・教育機関等連携加算
【計画作成時・モニタリング時】

障害福祉サービス等以外の医療機関、保育機関等と
連携した上で、計画相談支援を提供した場合
（①情報提供、②通院同行、③福祉サービス等提供
機関から情報提供を受けた上での面談等）

障害福祉サービス等報酬
（計画相談支援・障害児相談支援）

診療報酬（医療機関）

○介護支援等連携指導料
患者の同意を得て、医師等が相談支援専門員等と共同して患者の心身
の状況等を踏まえて導入が望ましい障害福祉サービス等や退院後に利
用可能な障害福祉サービス等について説明及び指導を行った場合

○精神科退院時共同指導料
精神病棟退院時の多職種・多機関による共同指導を行った場合

○療養生活環境整備指導加算
精神科退院時共同指導料の算定対象者に対し、退院後に精神科外来で多職種
の支援・指導を行った場合

○療養生活継続支援加算
精神科外来への通院及び重点的な支援を要する患者に、多職種による包括的
支援マネジメントに基づいた相談・支援等を行った場合

○在宅患者緊急時等カンファレンス料
訪問診療を実施している保険医が、在宅療養中の患者で通院が困難な者の状態急変等に伴
い、他職種と共同でカンファレンスした場合

○訪問看護情報提供療養費１
訪問看護ステーションが、別に厚生労働大臣が定める疾病等の利用者について、診療状況
を示す文書を添えて、当該患者に係る保健福祉サービスに必要な情報を提供した場合

〔精神科関係〕 〔訪問診療・訪問看護関係〕在宅療養中の患者

情報共有フォーマット策定

単価見直し

拡充・単価見直し

単価見直し

拡充・単価見直し

令和６年度改定における改定事項
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【セルフプラン率の全国平均：15.8%】

計画相談支援
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【セルフプラン率の全国平均：30.7%】

障害児相談支援

セルフプラン率について（令和６年３月末時点）出典：令和６年度障害者相談支援事業の実施状況等について
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● 施行規則で示すモニタリング実施標準期間は、市町村が決定する際の勘案事項のひとつであり、モニタリング（継続サービス利用支援・継続障害児
支援利用援助）の実施期間は利用者の状況等に応じ、個別に適切に設定する必要がある。

● しかし、モニタリング実施標準期間により一律にモニタリング頻度を決定している例がある等の指摘があることから、標準よりも短い期間で設定することが
望ましい例を明示。
⇒ 令和３年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するＱ＆Ａ VOL.２（令和３年４月８日） 問38

介護介護給付費等に係る支給決定事務等について（事務処理要領） に記載

例えば、本人の特性、生活環境、家庭環境等などにより、以下のような利用者の場合、頻回なモニタリングを行うことで、より効果的に支援の質を高めることにつながると
考えられるため、標準よりも短い期間で設定することが望ましい。

（具体例）
・心身の状況や生活習慣等を改善するための集中的な支援の提供後、引き続き一定の支援が必要である者
・利用する指定障害福祉サービス事業者の頻繁な変更やそのおそれのある者
・その他障害福祉サービス等を安定的に利用することに課題のある者
・障害福祉サービス等と医療機関等との連携が必要な者
・複数の障害福祉サービス等を利用している者
・家族や地域住民等との関係が不安定な者
・学齢期の長期休暇等により、心身の状態が変化するおそれのある者
・就学前の児童の状態や支援方法に関して、不安の軽減・解消を図る必要のある保護者
・進学や就労をはじめとしたライフステージの移行期にある障害児や、複数の事業所を利用する等により発達支援や家族支援に係る連絡調整等が頻回に必要な障
害児

・重度の障害を有する等により、意思決定支援のために頻回な関わりが必要となる者
・障害者支援施設又はグループホームを利用している者で、地域移行や一人暮らし等に係る意思が明確化する前の段階にあって、居住の場の選択について丁寧な
意思決定支援を行う必要がある者

また、下記に掲げる者は、上記の状況に該当する場合が多いと考えられるため、モニタリング期間の設定に当たっては、特に留意して検討すること。
・単身者（単身生活を開始した者、開始しようとする者）
・複合的な課題を抱えた世帯に属する者
・医療観察法対象者
・犯罪をした者等（矯正施設退所者、起訴猶予又は執行猶予となった者等）
・医療的ケア児
・強度行動障害児者
・被虐待者又は、そのおそれのある者（養護者の障害理解の不足、介護疲れが見られる、養護者自身が支援を要する者、キーパーソンの不在や体調不良、死亡

等の変化等）

適切なモニタリング実施期間の設定

この内容に更に追記

令和６年度障害福祉サービス等報酬改定

計画相談支援
障害児相談支援
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ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 福祉・介護 > 障害者福祉 > 統計情報> 8 障害
者相談支援事業の実施状況等について>市町村別データ（令和６年３月末時点）

相談支援に関する情報について（厚生労働省HP）

ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 福祉・介護 > 障害者福祉 > 障害福祉サービス
等 > 障害福祉サービス等> 6 相談支援

（１）相談支援 （２）基幹相談支援センター （３）（自立支援）協議会
（４）障害者相談支援事業の社会福祉法上の取扱い等について

・相談支援業務に関する手引き（令和6年3月）
・相談支援のQ＆A ・自立支援協議会の設置・運営ガイドライン（令和6年3月）等掲載
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地域における相談支援体制の整備等

39



個別給付で提供される相談支援

一般相談支援事業
（都道府県による指定）

地域相談支援

地域定着支援地域移行支援

基本相談支援

＜児童福祉法＞

地域生活支援事業により実施される相談支援

障害者相談支援事業（必須事業）
※主に個別給付による相談支援の対象とならない障害者等に対
する相談支援を行う（基本相談支援のみを行う場合等）。

基幹相談支援センター
※地域の中核的な機関として、総合的・専門的な相談支援を
行うと共に、地域の相談支援体制強化の取組等を行う。

特定相談支援事業
（市町村による指定）

計画相談支援

継続サービス
利用支援

サービス
利用支援

基本相談支援

障害児相談支援事業
（市町村による指定）

※特定相談支援事業の指定を共
に受けることが望ましい。

継続障害児
支援利用援助

障害児支援
利用援助

実施主体は市町村
※ 適切な一般相談支援事業者又は特定相談支援事業者へ委託可能

地方交付税措置 地方交付税措置
基幹相談支援センター等
機能強化事業（補助金）

地域相談支援給付費の支給 計画相談支援給付費の支給 障害児相談支援給付費の支給

障害者総合支援法における相談支援事業の体系

＜障害者総合支援法＞
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○ 市町村は、基幹相談支援センターを設置するよう努めるものとする。（法第77条の２第２項）

（一般相談支援事業、特定相談支援事業を行うものに対し、業務の実施を委託することができる（同条第３項））

○ 地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、次に掲げる事業及び業務を総合的に行うことを目的
とする施設。（法第77条の２第１項）※施設は必ずしも建造物を意味するものではなく、業務を行うための場所のこと。

   ① 障害者相談支援事業(77条1項3号)・成年後見制度利用支援事業(77条1項4号)

② 他法において市町村が行うとされる障害者等への相談支援の業務
（身体障害者福祉法9条5項2号及び3号、知的障害者福祉法9条5項2号及び3号、精神保健福祉法49条1項に規定する業務）

③ 地域の相談支援従事者に対する助言等の支援者支援
（地域における相談支援・障害児相談支援に従事する者に対し、一般相談支援事業・特定相談支援事業・障害児相談支援事業に関する

運営について、相談に応じ、必要な助言、指導その他の援助を行う業務）

④ (自立支援)協議会の運営への関与を通じた「地域づくり」の業務
（法第89条の3第1項に規定する関係機関等の連携の緊密化を促進する業務）

※ 都道府県は、市町村に対し、基幹相談支援センターの設置の促進及び適切な運営の確保のため、広域的な見地からの助言その他

援助を行うよう努めるものとされている。（法第77条の２第７項）

基幹相談支援センターの事業・業務等 （障害者総合支援法第77条の2）

個別支援（特にその対応に
豊富な経験や高度な技術・
知識を要するもの）

※令和６年４月１日施行

③④が主要な

「中核的な役割」

新

基幹相談支
援センター

令和４年障害者総合支援法改正を踏まえた今後の基幹相談支援センターの全体像

イメージ図

計画相談

協議会

①、②

障害者等への相
談支援等（個別支

援）

③ 地域の相談支援
従事者に対する助
言等の支援者支

援

④ (自立支援)協議会の

運営への関与を通じた
「地域づくり」の業務

主要な中核的役割

その他地域の実情
に応じてさらに機能
を追加することも想
定

主任相談支援専門員等

地域の中核的な役割を
担う人材を配置

医療的ケア児
コーディネー
ターの配置

（例）

障害者虐待
防止センター

※基幹相談支援センター等機能強
化事業（地域生活支援事業費等補
助金）の活用可能

新

新

新

市町村

都道府県 広域的な見地から
の助言その他援助

設置の努力義務（相談支援事業者への委託可）
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基幹相談支援センターについて
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【設置率の全国平均：66％】

基幹相談支援センターの設置率（都道府県別）
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設置箇所数：1,457



◆ 実施主体：市町村 ◆ 補 助 率 ：国１／２以内、都道府県１／４以内、市町村１／４

３ 実施主体等

〇 本事業について、原則として、基幹相談支援センターに対する補助に見直すとともに、法律上明記される「地域の相談
支援体制強化の取組」及び「地域づくりの取組」への補助に重点化を図る。
※ただし、令和６年度に限り、経過措置として、令和５年度に本事業を実施していた市町村については従前の補助対象も認めることとする。

〇 あわせて、基幹相談支援センターの設置増及び機能強化に対応するための必要な予算を要求する。

２ 事業の概要・スキーム

〇 基幹相談支援センター等機能強化事業は、基幹相談支援センター等への専門的職員の配置や地域における相談支援事業者等に対する
専門的な指導・助言等を実施することにより、相談支援機能の強化を図ることを目的としている。

令和４年障害者総合支援法等の一部改正法により、令和６年４月１日から、
・基幹相談支援センターの設置が市町村の努力義務化
・基幹相談支援センターの役割として、「相談支援事業の従事者に対する相談、助言、指導等を行う業務」、「協議会に参画する地

域の関係機関の連携の緊密化を促進する業務」が法律上明記される
とともに、第７期障害福祉計画に係る国の基本指針（告示）により令和８年度末までに基幹相談支援センターの全市町村での設置につ
いて成果目標として掲げたところである。

〇 上記を踏まえ、本事業について、基幹相談支援センターの設置促進や機能強化に対応するための必要な予算を要求する。

１ 事業の目的

現 行 見直し（案）

①基幹相談支援センター等に特に必要と認められる能力を有する専
門的職員を配置。
（注）社会福祉士、保健師、精神保健福祉士等、相談支援機能を強
化するために必要と認められる者

①基幹相談支援センターに特に必要と認められる能力を有する専門的職員を
配置。 ※新たに②③の事業実施を補助要件とする
（注）主任相談支援専門員又は相談支援専門員である社会福祉士、保健師若
しくは精神保健福祉士等、障害福祉に関する相談支援機能を強化するために
必要と認められる者

②基幹相談支援センター等による地域の相談支援体制の強化の取組 ②基幹相談支援センターによる地域の相談支援体制の強化の取組

③基幹相談支援センターによる地域移行・地域定着の促進の取組
③基幹相談支援センターによる自治体と協働した協議会の運営等による地域
づくりの取組

基幹相談支援センター機能強化事業（地域生活支援事業）

令和７年度当初予算 地域生活支援事業費等補助金 502億円の内数（501億円の内数）※（）内は前年度当初予算額

注）地域共生社会の実現に向けた重層的支援体制整備事業の対応分を含む。
また、令和6年度予算額は、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定により障害福祉サービス報酬へ移行した分等を除く。
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基幹相談支援センター機能強化事業について
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1,102 
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基幹相談支援センター

機能強化事業の実施状況
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②次年度以

降実施予定
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市町村数：1,741
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基幹相談支援センター機能強化事業の実施状況（経年比較）

実施

市町

村数

885 

173 

712 

572 
524 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

基幹相談支援センター

機能強化事業の専門職員の資格

①社会福祉士

②保健師

③精神保健福祉士

④主任相談支援専門員

⑤その他

実施市町村数：1,102
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機能強化事業の事業内容
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②協議会の運営等
による地域づくり
の取組

実施市町村数： 1,102



基幹相談支援センターの設置状況等（人口規模別）

○ 基幹相談支援センターの設置には各地域における相談支援体制整備等の経緯などを踏まえ、柔軟な形が必要

〇 小規模自治体ほど未設置率・共同設置が高く、都道府県の広域的な見地からの助言その他援助が必要

出典：厚生労働省調査「障害者相談支援事業の実施状況等について」（令和６年調査）

市町村における基幹相談支援センターの設置状況（人口規模別）

（市町村数＝1,741）

基幹相談支援センターの設置方法（人口規模別）

（実施市町村数＝1,045）

43.6%

57.4%

74.3%

84.9%

91.4%

56.4%

42.6%

25.7%

15.1%

8.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1万人未満

（n=532）

1～5万人未満

（n=692）

5～10万人未満

（n=237）

10～50万人未満

（n=245）

50万人以上

（n=35）

設置有り 設置無し

14.2%

49.9%

73.9%

89.4%

100.0%

84.1%

49.1%

26.1%

10.1%

1.7%

1.0%

0.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1万人未満

（n=232）

1～5万人未満

（n=397）

5～10万人未満

（n=176）

10～50万人未満

（n=208）

50万人以上

（n=32）

単独設置 共同設置 単独＋共同
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○ 地方公共団体は、協議会を置くように努めなければならない。（共同設置可）（法第89条の３第１項）

○ 協議会は関係機関等が相互の連絡を図ることにより、地域における障害者等への適切な支援に関する情報及び支
援体制に関する課題についての情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体
制の整備について協議を行うものとする。（法第89条の３第２項） ※障害者等個人に係る情報の共有が目的に追加

○ 協議会は地域の関係機関等に情報提供や意見の表明等の協力を求めることができ、協力を求められた関係機関等
はこの求めがあった場合には、これに協力するように努めるものとする。（法第89条の３第３項・４項）

○ 協議会関係者は、守秘義務を有する。（法第89条の３第５項） （自立支援）協議会の設置・運営ガイドライン（改定版）発出予定

○ 都道府県及び市町村は、障害福祉計画を定め、又は変更しようとする場合、あらかじめ、（自立支援）協議会の
意見を聴くよう努めなければならない。（法第88条第９項、第89条第７項）

○ 基幹相談支援センターの運営への参画により関係機関の連携の緊密化の促進を図ることを想定。

（法第89条の３第５項）

（自立支援）協議会の概要（障害者総合支援法第89条の３）
※令和６年４月１日施行

（自立支援）協議会について

新

新
新

○ 設置状況（R7.1月時点）

市町村: 1,695自治体(設置率約97％)
※協議会数: 1,222箇所

都道府県: 47自治体(設置率100％)

※構成メンバーについては、設置地方公共団体の地域

の実情に応じて選定されるべきものである。

（想定される例） ※都道府県協議会については市町村も参画

相談支援事業者、障害福祉サービス事業者、保健所、保健・

医療関係者、教育・雇用関係機関、企業、不動産関係事業者、

障害者関係団体、障害者等及びその家族、学識経験者、民生委

員、地域住民 等

（自立支援）協議会の現状等について

子
ど
も
支
援
部
会

権
利
擁
護
部
会

人
材
養
成
部
会

地
域
移
行
部
会

就
労
支
援
部
会

（自立支援）協議会

相
談
支
援
事
業

連
絡
会
議

事
務
局
会
議

専門部会（設置例）

協議会の構成イメージ例

本人（家族）

参
画

福祉サービス事業
者

医療

地域保健近隣住民

相談支援

個別支援会議
サービス担当者会議

事務局機能

事例
の報
告等

行政機関就労支援機関

企業

個別の支援でのネットワーク

（以下の図は成人期の例）

自宅・職場・地域等

新
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（自立支援）協議会の概要

74

• 自立支援協議会は、地域の関係者が集まり、地域における課題を共有し、その課題を踏まえて、地域のサービス基

盤の整備を進めていくこと及び関係機関等の連携の緊密化を図る役割を担うべく整備がすすめられてきた。

• その役割が重要であるにも関わらず法律上の位置付けが不明確であったため、障害者自立支援法等の一部改正によ

り、平成24年４月から、自立支援協議会について、設置の促進や運営の活性化を図るため、法定化された。

• 平成25年４月の障害者総合支援法の施行により、自立支援協議会の名称について地域の実情に応じて定められる

よう弾力化するとともに、当事者及びその家族の参画が明確化された。

経緯

• （自立支援）協議会の設置は、地方公共団体（共同設置可）の努力義務規定。（法89条の３第１項）

• 都道府県及び市町村は、障害福祉計画を定め、又は変更しようとする場合、あらかじめ、（自立支援）協議会の意

見を聴くよう努めなければならないとされている。（法88条第９項、89条第７項）

• 設置状況（R6.4月時点） 市町村: 1,689自治体(設置率約97％) ※協議会数: 1,212箇所

都道府県: 47自治体(設置率100.0％)

※構成メンバーについては、設置地方公共団体の地域の実情に応じて選定されるべきものである。

（想定される例） ※都道府県協議会については市町村も参画

相談支援事業者、障害福祉サービス事業者、障害児通所支援事業者等、保健所・保健センター、医療機関等、権利擁護支援における中核機関等、

教育・雇用関係機関、企業、居住支援法人・不動産関係事業者、障害者関係団体、障害者等及びその家族、学識経験者、民生委員、地域住民 等

概要



1,695, 

97%

46, … （自立支援）協議会の設置状況
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（自立支援）協議会について
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市町村数：1,741
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※平成23年4月1日以前の設置状況は、地域自立支援協議会の設置状況。
※平成23年4月1日の設置状況は、被災３県を除くデータ。
※平成25年4月1日の設置状況は、未提出の自治体を除いた暫定値。
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（自立支援）協議会の事務局の運営方法

①直営で実施

②委託で実施

③その他

協議会数：1,222



（自立支援）協議会 専門部会について
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専門部会設置
協議会数 ：998

※複数回答可であるため、合計数は専
門部会設置協議会数と一致しない。
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専門部会（課題別）設置数:929

※複数回答可であるため、合計数は設置数
と一致しない。



都道府県（自立支援）協議会について（令和６年４月１日時点）

【設置状況】 【運営方法】

○設置済み：47都道府県 ○直営：46都道府県 ○委託：１都道府県

設置状況・運営方法

26; 55.3%
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15; 31.9%
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29; 61.7%
35; 74.5%

25; 53.2%
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1; 2.1%
4; 8.5%

29; 61.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

①指定一般・特定・障害児相談支援事業者（障害者相談支援事業の…

②指定一般・特定・障害児相談支援事業者（障害者相談支援事業の…

③障害者就業・生活支援センター

④発達障害者支援センター

⑤障害福祉サービス事業者

⑥医療機関（病院・診療所など）

⑦教育関係機関（特別支援学校など）

⑧民間企業

⑨高齢者介護の関係機関

⑩障害当事者団体・障害当事者及びその家族（障害者相談員を除く）

⑪権利擁護関係団体（権利擁護関係者）

⑫大学等（学識経験者など）

⑬公共職業安定所（ハローワーク）

⑭保健所

⑮保育所

⑯児童相談所

⑰市町村（行政職員）

⑱都道府県（行政職員）

⑲身体障害者相談員

⑳知的障害者相談員

㉑民生委員・児童委員

㉒主任児童委員

㉓地域住民の代表者

㉔管内の地域自立支援協議会の代表者

㉕その他

（自立支援）協議会の構成メンバー（所属別）

各機関に所属している者をメンバーとしている協議会の割合

設置都道府県数：47
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◆ 実施主体：都道府県 ◆ 補 助 率 ：国１／２、都道府県１／２

３ 実施主体等

・都道府県にアドバイザーを設置し、市町村に対する基幹相談支援センター及び地域生活支援拠点等の設置・整備並びに運営
に関する助言や、広域での設置・整備に向けた調整等の支援を行う。
※基幹相談支援センター等の整備率が低い都道府県１０県程度、かつ、令和８年度まで３年間の時限的な実施を想定

２ 事業の概要・スキーム

〇 障害者総合支援法の改正により、令和６年４月から、基幹相談支援センターの設置及び地域生活支援拠点等の整備が市町村の努力義
務となるが、整備市町村は約半数にとどまっていることに加え、都道府県毎に整備状況のばらつきがある。

〇 同法改正により、都道府県による市町村への広域的な支援の役割を明記したことを踏まえ、都道府県による市町村への基幹相談支援
センター等の設置・整備及び運営に係る広域的な支援を促進することにより、各自治体における基幹相談支援センター等の設置・整備
の促進を図る。

１ 事業の目的

令和8年度当初予算 20百万円 （ 32百万円 ）※（）内は前年度予算額

都道府県厚生労働省

補
助

市町村

アドバイザーを配置

市町村 市町村・市町村に対する助言
・広域整備等に向けた調整等

地域生活支援拠点等

地域の相談
支援従事者に
対する助言等

「地域づくり」の業務

基幹相談
支援センター

単独又は共同による整備

地域移行の推進
（体験の機会・場） ※複数の事業者が連携するなど

地域の実情に応じて整備

緊急時の相談・対応

拠点コーディネーター

都道府県による基幹相談支援センター・地域生活支援拠点等整備推進事業（地域生活支援促進事業）
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◆ 実施主体：国（民間事業者への委託可）

３ 実施主体等

・ 国において、各自治体における相談支援の体制整備等の状況（基幹相談支援センター、地域生活支援拠点等の設置・整備
状況、（自立支援）協議会の運営状況等）について調査を実施し、現状及び課題について詳細に分析・把握。

・ 当該調査結果により把握した地域の体制整備の状況も踏まえ、基幹相談支援センター及び地域生活支援拠点等をはじめと
する地域の相談支援体制等の強化や（自立支援）協議会の効果的な運営のため、
国と自治体の間で意見交換等を実施するためのブロック会議や市町村との意見交換会等を開催する。
※ 令和８年度まで３年間の時限的な実施を想定

２ 事業の概要・スキーム

障害者総合支援法の改正により、令和６年４月１日から、基幹相談支援センターの設置及び地域生活支援拠点等の整備が市町村の努力
義務となり、（自立支援）協議会についても、地域課題の抽出及びその解決を図る機能を促進するための改正が行われた。

当該法改正を踏まえ、第７期障害福祉計画に係る国の基本指針においても、基幹相談支援センター等の設置・整備等について盛り込ま
れたところであり、市町村における基幹相談支援センター等の全市町村における設置・整備及び協議会の効果的な運営に向けて、国が主
導的な立場で各自治体に対して支援を図るもの。

１ 事業の目的

障害者地域生活支援体制整備事業費（都道府県とのブロック会議等の開催）

令和8年度当初予算 11百万円（11百万円）※（）内は前年度予算額

都 道 府 県
市 区 町 村事 業 者

調査実施

調査回答

厚 生 労 働 省

調査委
託

結果報告

全国へ情報共有

都 道 府 県
市 区 町 村事 業 者

厚 生 労 働 省

会議運営
委託

・・・

ブロック毎に会議開催
各自治体と意見交換を実施

調査の分析結果も踏まえ・・・

都 道 府 県
市 区 町 村
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2021年4月1日
「社会福祉法等の一部を改正する法

律」の概要について
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社会福祉法等の一部を改正する法律案の概要

等

改正の概要

改正の趣旨

施行期日

令和９年４月１日（ただし、２．②の一部は公布日、２．③は公布後１年６月以内に政令で定める日、１．③及び⑤の一部は公布後２年以内に政令で定

める日、１．⑤、⑥及び２．①の一部は公布後３年以内に政令で定める日）

１．地域の実情に応じた包括的な支援体制の拡充【社福法、介保法、老福法、障害者総合支援法、児福法、困窮法、生保法】

① 小規模市町村における包括的な支援体制の整備を促進する事業(※)を新設するほか、地域住民の支援等を検討する会議を全市町村で設置可能等とする。

※福祉各分野の相談支援・地域づくり事業の配置基準を分野横断的な基準に柔軟化するとともに、あわせて地域住民の取組との協働促進を図る事業を行う。

② 中山間・人口減少地域での地域の実情に応じた配置基準や包括的な評価の仕組みが導入可能となる特例介護サービスの類型（「特定地域サービ

ス」）の新設や、地域のサービス提供主体が少ない場合に市町村が事業として居宅介護サービス等を実施できる「特定地域居宅サービス等事業」の創

設、事業者間の連携強化とそのための事業継続の仕組みの構築、介護予防と地域の支え合いを一体的に実施する拠点を運営する事業の新設等を行う。

③ 頼れる身寄りがいない高齢者等に対する日常生活・入院等の手続・死後事務の支援を行う事業を第二種社会福祉事業に位置付け、あわせて相談体

制等の整備を図る。

④ 成年後見制度や地域における権利擁護事業の適切な利用の支援の中核的な役割を担う「地域権利擁護相談支援センター」を設置可能等とする。

⑤ 中重度等の要介護者を入居させる有料老人ホームに係る都道府県等への登録制度を導入する。また、その入居者に対する相談支援を行う「登録施

設介護支援」等を新設し利用者負担を求める。

⑥ 介護サービス量等の中長期推計及び医療・介護連携等に関する介護保険事業（支援）計画の見直しや、介護サービス利用時等の電子資格確認の導

入など介護被保険者証に係る見直しを行う。

２．福祉人材の安定的な確保及び定着支援【社福法、介保法、障害者総合支援法、児福法、士士法、平成19年士士法改正法】 

① 関係団体等（公的機関、地域の事業者、養成施設等）で構成する福祉人材確保のための協議会の設置を都道府県の努力義務とするとともに、生産

性向上、経営改善支援等の取組の促進を国及び都道府県の責務とし、関係者の連携を図る関係協議会を設置する。

② 令和13年度までの介護福祉士養成施設卒業者については、経過措置として卒業後５年間は介護福祉士の資格を有することができるものとするほか、

准介護福祉士資格を廃止する。

③ 介護支援専門員（ケアマネジャー）に係る研修受講を要件とした更新の仕組みを廃止するなど、法定研修に係る見直しを行う。

３．支援基盤の強化等【社福法】

① 社会福祉連携推進法人が実施可能な業務を追加（第二種社会福祉事業等）し、社会福祉法人解散時の残余財産の帰属先に地方公共団体を追加する。

② 災害派遣福祉チーム（ＤＷＡＴ）として活動する人材登録の仕組みを整備する。

質の高い福祉サービスの確保と社会福祉事業等の安定した経営基盤の確立の双方の実現に向けて、多様で複雑な福祉ニーズに対応した包括的な支援を
確保するため、小規模市町村での相談支援等に係る事業や人口減少地域における特例介護サービスの類型の新設、一定の要件に該当する有料老人ホーム
に係る登録制度の創設等の措置を講ずるとともに、福祉人材の安定的な確保や定着を図るため、介護支援専門員の資格に係る更新制の廃止及び法定研修
の見直し等の措置を講ずるほか、介護分野等における質の高い福祉サービスの確保等を図るための都道府県協議会を設置すること、一定の要件を満たす
社会福祉連携推進法人における社会福祉事業の実施を可能とすること等の措置を講ずる。
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１．① 小規模市町村における包括的な支援体制の整備を促進する事業の新設等

○ 人口減少・高齢化等が進行する小規模市町村においては、人材確保が課題であり、福祉各分野の相談支援・地域づくり事業の実施にあ
たって、分野毎の配置基準等を満たしながら実施することが困難となってきている。相談対応の包括化と地域との協働を促進し、包括的
な支援体制の整備を進めるための新たな仕組みが必要。
※ 包括的な支援体制整備を促進するための手段として創設された重層的支援体制整備事業の実施率も、小規模自治体においては低い状況。
※ 重層的支援体制整備事業実施率（市町村人口規模別）：１万人未満→9.2％、１～３万人→17.9％・・・ 30～40万人→76.7％、40～50万人→94.7％（R７年度）

※ 重層的支援体制整備事業は、①既存制度（介護・障害・こども・生活困窮）の相談支援・地域づくり事業をそれぞれの配置基準を満たした上で、一体的に実施するこ
とに加え、②既存制度のみでは直ちに対応が難しいケースへの対応力向上を図る３つの追加事業（多機関協働事業等）を実施するもの（R２法改正で創設）。

現 状 ・ 課 題

＜①相談支援事業＞

③
地
域
と
福
祉
体
制
の
協
働
強
化

≪事業イメージ≫ ＜②地域づくり事業＞

• 分野横断的に相談を受け止め、支援・サービスにつなげる。

一次相談対応

• 専門的事案対応は、都道府県等が市町村と緊密に連携し対応
（※）難病・児童虐待等の相談を想定。

• 都道府県や近隣市等が、市町村の伴走・後方支援を行う。

専門相談対応

地域住民

こど
も

介護 障害

困窮

都 道 府 県 近 隣 市 専 門 職 団 体

相談

市 町 村

（ 相 談 支 援 機 関 ）

地域活動運営支援

地域活動コーディネート

• 住民主体の地域活動の運営に対し支援を行う。

地
域
運
営
組
織
と
一
体
的
に
実
施
す
る
こ
と
も
想
定

• 住民主体の地域活動創出のコーディネートを行うため、分野
横断的コーディネーターを配置。

（※）具体的には、生活支援コーディネーター、こどもの
居場所コーディネーター、集落支援員等を兼務

地域活動コーディネーター
地域

A地域 B地域

介護・こども等の福祉分野に
加え、地域振興分野の役割も
兼ね、分野横断的活動支援を
行う。

○ 小規模市町村（※）における包括的な支援体制の整備を促進するための事業（小規模市町村地域支援連携協働体制整備事業）を新設する。

【事業内容】
①相談支援事業、②地域づくり事業
・介護、障害、こども、生活困窮分野の相談支援・地域づくり事業等について、機能別に構造化し、分野横断的に実施。
・配置基準は分野横断的な一つの基準を定める（省令において規定）。
③地域と福祉支援体制の協働を推進する事業

  ・地域と福祉支援体制の協働を推進する取組支援を行う事業を実施（具体的な内容は今後モデル事業において検証）

※ 小規模市町村では人材不足も深刻で実施が難しいため、本事業は、重層的支援体制整備事業よりも簡素な仕組みとしている。
※ 市町村への補助については、各制度の関係補助金を統合・申請手続も一本化し、一体的交付を行う仕組みとする（重層的支援体制整備事業交付金の仕組みを参考）。

見 直 し 内 容

※ 対象市町村は、人口規模、人口減少の進行等の指標の他、人口密度や交通の不便さなど総合的に勘案し都道府県を通じて国が確認し決定

一体的に
実施
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※ あわせて、小規模市町村（福祉事務所未設置町村）の包括的な支援体制整備の促進のため、生活困窮の一次相談事業の実施を努力義務化するほか、
小規模市町村に限らず全市町村の包括的な支援体制の整備を推進するため、
・地域住民等の支援内容の検討等を行う会議体（支援会議）を全ての市町村で設置可能とする
・重層的支援体制整備事業実施計画の記載事項に事業の目標・評価に関する事項の追加するとともに、定期的な計画見直し規定を整備する 等の措置を講じる。



１．② 特定地域サービス、特定地域居宅サービス等事業の創設

○ 高齢者人口が減少し、サービス需要が減少する中山間・人口減少地域においては、生産年齢人口の減少により介護人材や専門職の確保
が困難。必要なサービスを維持するため、地域の実情に応じて柔軟なサービス提供を可能とする仕組みを設けることが必要。
※ 特に訪問介護等について、利用者の事情による突然のキャンセルや利用者宅間の移動に係る負担、季節による繁閑等から、年間を通じた安定的な経営

が難しく、サービス基盤の維持に当たっての課題となっている。

現 状 ・ 課 題

○ 中山間・人口減少地域（※）において、柔軟にサービス基盤を維持・確保できるようにするため、地域の実情に応じて、管理者や専門職
常勤・専従要件、夜勤要件の緩和等の配置基準の弾力化や包括的な評価の仕組み（月単位の定額報酬）の導入が可能となるよう、特例介
護サービスに新たな類型（「特定地域サービス」）を創設する。
※ 国において一定の基準を示した上で、都道府県が、市町村の意向を確認して対象地域（特定地域）を決定。

○ こうした給付による特例の仕組みを活用しても、なおサービス提供体制の維持が困難なケースに対応するため、市町村が地域支援事業と
して、介護保険財源を活用して、給付に代えて居宅サービス等を実施可能な仕組み（「特定地域居宅サービス等事業」）を創設する。

見 直 し 内 容

特定地域
居宅サービス等事業

人員配置
基準

地 域

報 酬

類 型

国の基準に従い、
都道府県等が条例で
規定

全国

全国一律の介護報酬

指定サービス

居宅・施設サービス等

特定地域サービス

指定サービスより緩和さ
れた国の基準に従い、
都道府県等が条例で規定

※職員の負担や質の確保への
配慮が前提

中山間・人口減少地域

介護報酬（包括的な評価
の仕組みを導入可）

居宅・施設サービス等

対象事業所
の手続き

指定 市町村に登録

規定なし

中山間・人口減少地域

事業費

居宅サービス等

市町村から委託

【特定地域居宅サービス等事業】

これらに加えて、中山
間・人口減少地域にお
けるサービス提供に要
する追加的な経費等を
勘案

【特定地域サービス】
（包括的な評価）

【現行】
（出来
高）

＜報酬（収入）のイメージ＞

＜特定地域居宅サービス等事業の活用が考えられるケース＞

通常の訪問圏域を越えて訪問 他サービス事業所から訪問

通所介護等

訪問機能＋

A市B市

C市

地域の実情に応じて選択可能な新たな仕組み
※介護保険財源を活用 83※障害福祉分野においても特定地域サービスを創設



第二期成年後見制度利用促進基本計画（抄）
（権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり）

３ 権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり
（１） 権利擁護支援の地域連携ネットワークの基本的な考え方
① 地域連携ネットワークの必要性と趣旨
ア 地域連携ネットワークの必要性
各地域において、現に権利擁護支援を必要としている人も含めた地域に暮らす全ての人が、尊厳の
ある本人らしい生活を継続し、地域社会に参加できるようにするため、地域や福祉、行政などに司法を
加えた多様な分野・主体が連携するしくみをつくっていく必要がある。
② 地域連携ネットワークのしくみ
ウ 中核機関
中核機関とは、地域連携ネットワークのコーディネートを担う中核的な機関や体制であり、以下のよう

な役割を担う。
・ 本人や関係者等からの権利擁護支援や成年後見制度に関する相談を受け、必要に応じて専門的助言
等を確保しつつ、権利擁護支援の内容の検討や支援を適切に実施するためのコーディネートを担う役割
・ 専門職団体・関係機関の協力・連携強化を図るために関係者のコーディネートを行う役割（協議会の運
営等）
中核機関の運営は、地域の実情に応じ、市町村により直営または市町村からの委託などにより行う。市
町村が委託する場合等の運営主体については、業務の中立性・公正性の確保に留意しつつ、専門的業務に
継続的に対応する能力を有する法人（例えば、社会福祉協議会、NPO法人、公益法人等）を適切に選定す
るものとする。

      なお、国は１（１）に記載した成年後見制度等の見直しの検討と併せて、中核機関の位置付け及びその役
割にふさわしい適切な名称を検討する。

（令和４年３月25日閣議決定）
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１．③ 頼れる身寄りがいない高齢者等への相談支援機能等の強化
１．④ 成年後見制度等の適切な利用の支援

＜頼れる身寄りがいない高齢者等の支援体制の整備＞
○ 地域における頼れる身寄りがいない高齢者等の相談支援体制の整備及び地域資源の活用・開発を推進する観点から、

・ 頼れる身寄りがいない高齢者等からの相談対応について、介護保険制度の包括的支援事業（総合相談支援事業）の相談対象として明確化等すると
ともに、各市町村で地域課題として議論し実効的な課題解決を行うため、圏域ごとの体制づくりを行う観点から、地域ケア会議の実施を地域包括支
援センターに委託できることを明記し、障害や生活困窮等の他分野も含めた関係会議・関係主体との連携を推進する。

※ あわせて、地域包括支援センターと居宅介護支援事業所の協働・役割分担をさらに進めるため、介護予防・日常生活支援総合事業に係る第一号介護予防支援事
業（介護予防ケアマネジメント）について、居宅介護支援事業所も市町村から委託を受けて直接実施することを可能とする。

・ 頼れる身寄りがいない高齢者等からの相談対応について、生活困窮者自立相談支援事業や障害者相談支援事業の対象として明確化等するとともに、
生活困窮者の見守りも含めた居住の支援を行う地域居住支援事業の対象となることを明確化する。

＜判断能力が不十分な者の支援体制の整備＞
○ 判断能力が不十分な者が成年後見制度や地域における権利擁護事業を適切に利用できるよう支援するため、権利擁護に携わる支援関係者や本人等に

対する相談支援及び地域の関係機関・民間団体の連携体制の整備に関する事務を市町村の努力義務とするとともに、地域における権利擁護制度の適切
な利用の支援の中核的な役割を担う機関として、これらの事務を行うことを目的とする地域権利擁護相談支援センターやこれらの事務の効果的な実施
のために必要な情報の交換や、地域における連携体制の整備に関する検討等を行う会議体を設置できるようにする（センター・会議には秘密保持義務。）。

見 直 し 内 容

○ 福祉の各領域（介護・障害・生活困窮）における既存の支援体制の枠組みにおいて、頼れる身寄りがいない者からの相談が寄せられた場合に対応は
しているものの、積極的な体制整備が行われていない現状があり、現在、居宅介護支援事業所においてやむを得ず実施せざるを得ない法定外業務（い
わゆるシャドウワーク）に係る生活ニーズについても、地域全体として対応していく必要がある。

○ 成年後見制度が必要なくなったときに利用を終了することが可能な制度へと見直されることを踏まえ、判断能力が不十分な者が、成年後見制度や地
域における権利擁護事業を適切に利用できるよう、権利擁護に関わる地域の関係機関・民間団体等の連携協力体制を構築する必要がある。

現 状 ・ 課 題
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地域包括支援センター

⚫ 包括的支援事業における
頼れる身寄りがいない高
齢者等への相談対応等の
明確化

地域マネジメント
：ネットワーク、社会資源
の創出

居宅介護支援事業所

⚫ 介護予防ケアマネジメン
トを市町村からの委託を
受けて直接実施可能

個別的支援
：個々の利用者への
ケアマネジメント

⚫ 地域包括支援セン
ターの役割の明確
化（会議の実施を
センターに委託で
きることを明記）

⚫ 障害や生活困窮も
含めた関係会議・
関係主体との連携
の推進

地域ケア会議

≪介護分野での支援体制のイメージ≫ ≪判断能力が不十分な者の支援体制のイメージ≫



市町村単位での支援体制のイメージ

○身寄りのない高齢者等への支援に当たっては、主に市町村単位で設置される地域の相談支援機関への相談を端緒に、必要となる支援
を検討し、支援の担い手につなぐことや、つなぎ先となり得る地域資源を開発することなどが必要。

○判断能力が十分でなく権利擁護の必要性がある方への支援は、市町村・中核機関による権利擁護支援の地域連携ネットワークの構築を

基盤として、関係機関において相談を受け付け、関係者間における必要な情報共有や支援方針の検討を通じて、成年後見制度や日常生

活自立支援事業等を含めた地域の権利擁護支援策を調整し、チームによる適切な支援が行われるようにすることが必要。

○市町村単位でのこうした支援体制を整備する観点から、必要な取組について検討。

都道府県

連携・支援

都道府県
社会福祉協議会

社会福祉法人
連携・支援

市町村
社会福祉協議会

(家庭裁判
所)

判断能力が
不十分な者

身寄りのない
高齢者等

相談
相談

地域包括支援
センター

自立相談
支援機関

基幹相談
支援センター

支援の
コーディネート

(チームの形成支援
・自立支援)

相談支援機関 適時・適切な連絡
（双方向の情報共有）

専門職団体

民間団体
・ＮＰＯ等 民間団体

・ＮＰＯ等

社会福祉法人

中核機関

当事者団体

直営
又は委託

専門職団体

当事者団体

居住支援法人

身寄りがなく、
判断能力が
不十分な者

相談

相談

身寄りのない高齢者等への支援体制 権利擁護支援の地域連携ネットワーク

支援のつなぎ、
地域資源の開発

直営
又は委託

高齢者等終身
サポート事業

生活困窮者
居住支援事業

日常生活自立
支援事業

成年後見人
による支援

互助等
による支援

士業等
による支援

ボランティア
による支援

地域資源

新たな事業

民生委員
による支援

相談

市町村

令和７年９月８日
社会保障審議会福祉部会資料２（抜

粋）
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遺言制度：公布から１年（システム改修を要するものは３年）を超えない範囲で政令で定める日成年後見制度：公布から２年６月を超えない範囲で政令で定める日

民法等の一部を改正する法律案

〇 高齢化の進展、単独世帯の増加などの家族の在り方の変化により、
成年後見制度・遺言制度についてのニーズの増加・多様化

令和8年４月
法務省民事局

背景・必要性

主要な改正事項

施行日

● 事理弁識能力を欠くと認定されると後見人が包括的な
代理権・取消権を有する制度しか利用できず、自己決定
が必要以上に制限

・ 本人に必要な事項について代理権・取消権を付与する制度（補助の制度）に
一元化し、後見・保佐の制度を廃止

・ 事理弁識能力を欠く常況にある者は、法定の重要な財産行為の取消権の仕組
み（特定補助の制度）を選択することが可能

● 交代が困難である等ニーズに合った保護を受けることがで
きない

・ 選任時に本人の意思を尊重、意向の把握を義務化

・ 本人の利益のため特に必要があるときに補助人を解任することが可能

● 自筆証書遺言の手書きの負担大、デジタル化に未対応

● 事理弁識能力が回復しない限り利用をやめることができ
ない ・ 利用の必要がなくなったときに制度利用を終了することが可能

● 押印に関する慣行や法意識の変容 ・ 押印要件の廃止

成年後見制度・遺言制度を更に使いやすくすることが喫緊の課題

〇 障害の有無にかかわらず自己決定権を尊重するとの理念の高まり

〇 所有者不明土地問題等の社会課題解決の観点から遺言の重要性の高まり

〇 デジタル技術の進展・普及に対応した遺言制度の必要性

成
年
後
見
制
度

※その他、任意後見契約、後見登記、家事事件手続、法務局における自筆証書遺言書の保管に係る手続等の見直しを含む。 等

・ パソコン等を用いて作成した遺言のデータやプリントアウトしたものを法務局に提
供し、本人が対面で、又はウェブ会議を利用して遺言の全文を口述するなどして、
法務局が遺言を保管する方式（保管証書遺言）の創設

法定後見制度 本人の事理弁識能力が不十分である場合に、家庭裁判所が選任
した者が本人を支援する制度

欠く常況著しく不十分不十分対象者の
能力

後見保佐補助制度

後見人保佐人補助人支援者

日常行為
以外の行
為の取消

し

包括
代理

法定の重要
な財産行為
の取消し

＋
特定の行為
の取消し

特定の
行為の
代理

法定の重要
な財産行為
のうちの

一部の行為
の取消し

特定の
行為の
代理

支援内容

※現行の制度は、事理弁識能力の程度によって、利用できる制度を画一的に法定

2月 法務大臣から法制審議会へ諮問
4月～民法（成年後見等関係）部会・民法（遺言関係）部会 調査審議開始

令和6年

6月・7月 各部会において中間試案取りまとめ・パブリックコメント令和7年

1月 各部会において要綱案取りまとめ予定令和8年

【審議の経過】

遺
言
制
度
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２．① 福祉人材確保のための協議会、介護現場における生産性向上等の推進

○ 介護の担い手となる生産年齢人口の減少が進む中、将来にわたって必要な介護サービスを安心して受けられるよう、介護人材の確保は
喫緊の課題。介護テクノロジーの活用やタスクシフト／シェア、業務の協働化・大規模化等の推進を通じ、職員の業務負担の軽減を図り、
業務の改善や効率化により創出した時間を直接的な介護ケアに充てるとともに、職員への投資を充実させ、介護サービスの質の向上につ
なげるため、生産性向上の取組を一層推進していく必要がある。

○ これらの取組の推進にあたっては、人材確保・定着や生産性向上等による職場環境改善、経営改善支援等の取組に係る国及び都道府県
の役割強化（※）とともに、高齢化・人口減少の状況・人材供給量などについて地域差や地域固有の課題があることから、地域の関係者が
地域の実情等の情報を収集・共有・分析、課題を認識し、協働して実践的に課題解決に取り組むための仕組みが必要。
※ 令和５年改正では、都道府県の努力義務として生産性向上の取組が規定された。

○ 加えて、介護分野だけでなく、福祉分野全体での人材確保・生産性向上を進めていくことも重要。

現 状 ・ 課 題

教育委員会

＜人材確保・生産性向上等に係る協議会＞
① 関係団体等（公的機関、地域の事業者、養成施設等）で構成する

福祉人材確保のための協議会の設置を都道府県の努力義務とする

② 介護分野における生産性向上等の取組の促進を図るための協議会
の設置を都道府県の義務（※）とする
※ 介護分野においては、令和８年１月10日時点で45都道府県に介護現場革

新会議が設置済。

＜国及び都道府県の責務等＞
① 人材確保や生産性向上を通じた質の高い介護の確保及び経営基盤

の確立を図るための取組の推進等を、国及び都道府県の責務とする

② 都道府県介護保険事業支援計画において、人材確保、生産性向上、
経営基盤の確立に係る取組事項を必須記載事項とする（再掲）

見 直 し 内 容

介護事業者

事業者団体・
職能団体

都道府県（設置主体）

市町村

≪協議会のイメージ図≫ 

（介護分野の例）

※ 上記の見直しの他、現行の離職等した介護福祉士等に係る届出制度について、
地域における介護人材の実態把握や必要なキャリア支援を行うため、現任の介護福祉士等についても届出の努力義務を課す。

88
※ 障害福祉分野も同様の見直しを行う。

生産性向上等による職場環境改
善、経営改善支援

福祉人材確保の協議会
（努力義務）

人材確保・定着
（外国人材の確保・定

着含む）

介護のイメージ改善
理解促進

生産性向上等に係る協議会
（設置義務）

介護生産性向上
総合相談センター

介護福祉士
養成施設等

ハローワーク

介護労働安定センター

福祉人材センター
（コーディネーター的役割）



旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に

対する補償金等の支給等に関する法律

障害者の希望を踏まえた

結婚・出産・子育てに係る支援の推進
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旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律（概要）

○昭和23年に議員立法により成立した優生保護法※に基づき、平成８年までに約２万５千件の優生手術を実施
※優生上の見地から不良な子孫の出生を防止すること等を目的として、遺伝性疾患等を理由とした強制的な不妊手術である優生手術の実施等について規定

○平成30年以降、旧優生保護法に基づく優生手術に関する訴訟が各地で提起されたこと等を背景に、平成31年に議員立法により「一時金支給法」※を制定
※一時金支給法：優生手術等を受けた本人を慰謝するため一時金320万円を支給するものであり、国の損害賠償責任を前提とはしていない

○令和６年７月３日 最高裁判所大法廷判決
◆旧優生保護法の優生手術に関する規定は、憲法13条（自己の意思に反して身体への侵襲を受けない自由を保障）及び14条１項（法の下の平等）に違反
◆旧優生保護法の優生手術に関する規定に係る国会議員の立法行為は、国賠法の適用上違法

国会及び政府は、最高裁大法廷判決を真摯に受け止め、特定疾病等に係る方々を差別し、生殖を不能にする手術を強制してきたことに関し、日本国憲

法に違反する立法行為を行い及びこれを執行し優生上の見地からの誤った目的に係る施策を推進してきたことについて、深刻にその責任を認め深く謝罪

する。また、これらの方々が人工妊娠中絶を強いられたことについても、深く謝罪する

対 象：旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人又は特定配偶者（本人又は特定配偶者が死亡している場合はその遺族(配偶者、子、父母、孫等））

支給額：本人 1500万円 特定配偶者 500万円

※特定配偶者とは、本人の手術日から本法公布日の前日までに婚姻(事実婚含む)していた方等                                                                                                     

国は、優生手術等及び人工妊娠中絶に関する調査を行い、
これらが行われた原因及び再発防止措置について検証を行う

背景・趣旨

概 要

７．調査検証

対 象：旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人で生存している方

支給額：320万円

対 象：旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた本人で生存している方
➢旧優生保護法規定の優生上の要件（遺伝性疾患、精神病等）に該当する者
➢上記と同様の事情にある者として内閣府令で定めるもの

支給額：200万円 ※人工妊娠中絶の回数や子どもの有無にかかわらず一律に支給する 

                        ※３の優生手術等一時金を受給した場合には支給しない 

１．前 文

２．補償金の支給

３．優生手術等一時金の支給

４．人工妊娠中絶一時金の支給

５．請求期限

施行日：公布から３月を経過した日（令和７年１月17日）

２～４のいずれも施行日から起算して５年（期限に関する

検討条項あり）

６．請求手続

請求により、認定審査会の審査を経て、内閣総理大臣が認定

※現行の一時金支給法の内容を本法に規定する
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このマークは、視覚に頼れない方などが使う

音声コード（Uni-Voiceコード）です。

令和 ６年 １０月 に「旧優生保護法補償金等支給法」と いう 法律 が できました。

この 法律 は 本人 の 気持ち も 聞かれる ことなく

こども が できなく なる 手術 など を うけたり おなか の 中 の

赤ちゃん を うめなく され からだ や 心 に 大きな 苦しみ や 痛み を

うけた 方々 に 対して お金 を 払う こと を 定めています。

被害 を うけた 方々 に 対して 国 として

せきにん を みとめ 深く しゃざい します。

旧優生保護法補償金等支給法 に ついて

旧優生保護法 に よる

こども が できなくなる

手術 など をうけた 人 や

おなかの中の赤ちゃんを

うめなくされた人とご家族へ

お金をうけとることができます。

令和7年1月17日現在

こども家庭庁
旧優生保護法

補償金等特設サイト
「旧優生保護法による優生手術・人工妊娠中絶などを受けた方とご家族へ」

https://www.cfa.go.jp/kyuyusei-hoshokin

手話字幕動画もご覧になれます。
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くわしく は こども家庭庁 の 特設サイト や 各都道府県 の ホームページ など を みて ください。

か      てい ちょう  とく    せつ かく     と        どう     ふ      けん

きゅう    ゆう      せい             ほ                ご              ほう

ほ.       しょうきん       とう      とく       せつ

きゅう    ゆう      せい             ほ                ご              ほう                  ゆう       せい      しゅ    じゅつ じん        こう        にん        しん     ちゅう ぜつ         う                                            かた         か           ぞく

しゅ   わ    じ   まくどう  が                    らん

れい   わ         ねん      がつ           にち げんざい

都道府県 の 窓口
と    どう    ふ   けん                まど  ぐち

No. 都道府県 窓口 電話・FAX・  メールアドレス・  ホームページ

1 北海道 旧優生保護法に係る相談支援センター 電話 0 1 2 0 - 0 3 1 - 7 1 1  FAX  0 1 1 - 2 3 2 - 4 2 4 0 h o f u k u . k o d om o 1 @ p r e f . h ok k a i d o . l g . j p

2 青森県 旧優生保護法補償金等受付・相談窓口 電話 017-734-9056(専用) FAX  0 1 7 - 7 3 4 - 8 0 9 1 kyuyuseihogoho-sodan@pref.aomori.lg.jp

3 岩手県 旧優生保護法補償金等相談窓口 電話 019-624-6015(専用) FAX  0 1 9 - 6 2 9 - 5 4 6 4 A D 0 0 0 7 @ p r e f . i w a t e . j p

4 宮城県 旧優生保護法補償金等受付・相談窓口 電話 022-211-2322(専用) FAX  0 2 2 - 2 1 1 - 2 5 9 1 ko soda tes@pre f .m iya g i . l g . j p

5 秋田県 旧優生保護法補償金等受付・相談窓口 電話 018-860-1431(専用) FAX  0 1 8 - 8 6 0 - 3 8 2 1 hoken@pre f . a k i ta . l g . j p

6 山形県 旧優生保護法補償金等受付・相談窓口 電話 023-630-2459(専用) FAX  0 2 3 - 6 2 5 - 4 2 9 4 yuse i@pr e f . ya ma ga ta . j p

7 福島県 旧優生保護法に関する相談窓口 電話 024-521-8294(専用) FAX  0 2 4 - 5 2 1 - 7 7 4 7 bosh ihoken@ p re f . f uku s h ima . l g . j p

8 茨城県 旧優生保護法補償金、一時金受付・相談窓口 電話 029-301-3270(専用) FAX  0 2 9 - 3 0 1 - 3 2 6 4 shouta i1 @pre f . i ba ra k i . l g . j p

9 栃木県 旧優生保護法関係相談窓口 電話 0 2 8 - 6 2 3 - 3 0 6 4 FAX  0 2 8 - 6 2 3 - 3 0 7 0 bosh ihoken@p r e f . to c h ig i . l g . j p

10 群馬県 旧優生保護法補償金等受付・相談窓口 電話 0 2 7 - 2 2 6 - 2 6 0 6 FAX  0 2 7 - 2 2 6 - 2 1 0 0 j idouka @pre f . g un ma . lg . j p

11 埼玉県 旧優生保護法補償金等受付・相談窓口 電話 048-831-2777(専用) FAX  0 4 8 - 8 3 0 - 4 8 0 4 a 3 5 7 0 -1 2 @pre f . sa i ta ma . lg . j p

12 千葉県 旧優生保護法補償金等受付・相談窓口 電話 043-223-4501(専用)  FAX 043-224-4085 https://www.pref.chiba.lg.jp/jika/boshi/yuseihogo/toiawase.html

13 東京都 旧優生保護法補償金等受付・相談窓口 電話 03-5320-4206(専用) FAX  0 3 - 5 3 8 8 - 1 4 0 1 S 1 1 4 0 2 0 1 @ s e c t i o n . m e t r o . t o k y o . j p

14
神奈川県 旧優生保護法に関する補償金等支給受付・相談窓口

電話 045-663-1250(専用)、045-210-4727 FAX 045-210-8860 https://www.pref.kanagawa.jp/docs/nf5/yuse-
toiawase.html

15 新潟県 旧優生保護法補償金等受付・相談窓口 電話 025-280-5933(専用)のほか県保健所 FAX  0 2 5 - 2 8 5 - 8 7 5 7 n g t 0 4 0 2 4 0 @ p r e f . n i i g a ta . l g . j p

16 富山県 旧優生保護法補償金等受付・相談窓口 電話 076-444-3525(専用) FAX  0 7 6 - 4 4 4 - 3 4 9 3 a k o d o m o k a t e i @ p r e f . t o y a m a . l g . j p

17 石川県 旧優生保護法補償金等受付・相談窓口 電話 076-225-1495(専用) FAX  0 7 6 -2 2 5 -14 23 yuuseihogo@pref. ishikawa.lg.jp

18 福井県 健康福祉部こども未来課、県内各健康福祉センター 電話 0776-20-0286(こども未来課）のほか県内各健康福祉センター FAX 0776-20-0640 kodomomirai@pref.fukui.lg.jp

19 山梨県 旧優生保護法補償金等受付・相談窓口 電話 055-223-1360(専用) FAX  0 5 5 - 2 2 3 - 1 4 7 5 ko soda te@pre f . ya ma na s h i . l g . j p

20 長野県 旧優生保護法補償金等受付・相談窓口 電話 026-235-7143(専用) FAX  0 2 6 - 2 3 5 - 7 1 7 0 bosh i - sh i k a @pre f . na ga no . lg . j p

21 岐阜県 旧優生保護法補償金等支給受付・相談窓口 電話 058-272-0877(専用) FAX  0 5 8 - 2 7 8 - 3 5 1 8 yuse i - soda n@gov t . p re f . g i fu . j p

22 静岡県 旧優生保護法補償金等受付・相談窓口 電話 054-221-3157(専用) FAX  0 5 4 - 2 2 1 - 3 5 2 1 koka te i@pre f . sh i z uoka . l g . j p

23 愛知県 旧優生保護法補償金等受付・相談窓口 電話 052-954-6009(専用) FAX  0 5 2 - 9 5 4 - 7 4 9 3 koko ro@pre f . a i c h i . l g . j p

24 三重県 旧優生保護法補償金等受付・相談窓口 電話 059-224-2260(専用) FAX  0 5 9 - 2 2 4 - 2 2 7 0 soda c h i@pre f .m i e . l g . j p

25 滋賀県 旧優生保護法補償金等受付・相談窓口（子育て支援課） 電話 0 7 7 - 5 2 8 - 3 5 6 7 FAX  0 7 7 - 5 2 8 - 4 8 6 8 bosh ihoken@pre f . sh iga . l g . j p

26 京都府 京都府旧優生保護法補償金等相談ダイヤル 電話 075-451-7100(専用) FAX  0 7 5 - 4 1 4 - 4 7 9 2 kyuho -ho shok i n@ pr e f . k yo to . l g . j p

27 大阪府 旧優生保護法補償金等受付・相談窓口 電話 06-6944-8196(専用) FAX  0 6 - 6 9 1 0 - 6 6 1 0 ysouda n@g box . p r e f . o sa ka . l g . j p

28 兵庫県 旧優生保護法専用相談窓口 電話 078-362-3439(専用) FAX  0 7 8 - 3 6 2 - 3 9 1 3 kenkouz oush ink a @p r e f . h yo go . lg . j p

29 奈良県 奈良県旧優生保護法補償金等受付・相談窓口 電話 0742-27-8643(専用) FAX  0 7 4 2 - 2 7 - 8 6 4 3 bosh ihoken@offic e. p r e f . na ra . l g . j p

30 和歌山県 旧優生保護法補償金等受付・相談窓口 電話 0 7 3 - 4 4 1 - 2 6 4 2 FAX  0 7 3 - 4 2 8 - 2 3 2 5 e 0 4 1 2 0 0 1 @ p r e f . w a k a y a m a . l g . j p

31 鳥取県 旧優生保護法総合相談窓口 電話 0857-26-7145(福祉保健課)のほか県内総合事務所 FAX 0857-26-8116 yuuseisoudan@pref.tottori.lg.jp

32 島根県 旧優生保護法補償金等相談窓口 電話 0120-012974(専用)、0852-22-6625(専用) FAX 0852-22-632 yuuseisoudan@pref.shimane.lg.jp

33 岡山県 旧優生保護法相談窓口 電話 086-226-7870(専用) FAX  0 8 6 - 2 2 5 - 7 2 8 3 yuuse iho go@ pr e f . o k a ya ma . lg . j p

34 広島県 旧優生保護法補償金等受付・相談窓口 電話 082-227-1040(専用) FAX  0 8 2 - 5 0 2 - 3 6 7 4 f u k o d o m o @ p r e f . h i r o s h i m a . l g . j p

35 山口県 旧優生保護法補償金等受付・相談窓口 電話 083-933-2946(専用) FAX  0 8 3 - 9 3 3 - 2 7 5 9 a 1 3 3 0 0 @p r e f . y a ma g u c h i . l g . j p

36 徳島県 旧優生保護法補償金等受付・相談窓口 電話 088-621-2300(専用)のほか県保健所 FAX  0 8 8 - 6 2 1 - 2 8 4 3 ko soda teouenka @pr e f . to k us h i ma . lg . j p

37 香川県 旧優生保護法補償金等受付・相談窓口 電話 087-832-3900(専用) FAX  0 8 7 - 8 0 6 - 0 2 0 7 k o d o m o ka t e i @ p r e f . k a g a wa . l g . j p

38 愛媛県 旧優生保護法補償金等受付・相談窓口 電話 089-912-2405(健康増進課)のほか県保健所 FAX 089-912-2399 healthpro@pref.ehime.lg.jp

39 高知県 旧優生保護法補償金等受付・相談窓口 電話 088-823-9727(専用) FAX  0 8 8 - 8 2 3 - 9 6 5 8 yuuse iho go@ke n. p r e f . k o c h i . l g . j p

40 福岡県 旧優生保護法補償金等受付・相談窓口 電話 092-632-5175(専用) FAX  0 9 2 - 6 4 3 - 3 2 6 0 kyuyuse i@pre f . fukuoka . l g . j p

41 佐賀県 旧優生保護法相談窓口 電話 0120-525-856(専用) FAX  0 9 5 2 - 2 5 - 7 3 0 0 kodomo -ka te i@pre f . sa ga . l g . j p

42 長崎県 旧優生保護法補償金等受付・相談窓口 電話 095-895-2446(専用) FAX  0 9 5 - 8 2 5 - 6 4 7 0 s0 4 8 2 0 @pre f . na ga sa k i . l g . j p

43 熊本県 旧優生保護法補償金等受付・相談窓口 電話 096-333-2352(専用) FAX  0 9 6 - 3 8 3 - 1 4 2 7 yuuse i@ pr e f . k u ma mo to . l g . j p

44 大分県 旧優生保護法相談窓口 電話 0 9 7 - 5 0 6 - 2 7 6 0 (専用) FAX  0 9 7 - 5 0 6 - 1 7 3 5 s o d a n 1 2 2 1 0 @ p r e f . o i t a . j p

45 宮崎県 旧優生保護法補償金等受付・相談窓口 電話 0985-26-0210(専用) FAX  0 9 8 5 - 2 6 - 7 3 3 6 kenko z o sh in@pr e f .m i ya z a k i . l g . j p

46 鹿児島県 旧優生保護法補償金等受付・相談窓口 電話 099-286-3374(専用) FAX  0 9 9 - 2 8 6 - 5 5 6 1 yu-ho sho@pre f . k a go sh ima . lg . j p

47 沖縄県 こども未来部子育て支援課母子保健班 電話 0 9 8 - 8 6 6 - 2 4 5 7 FAX  0 9 8 - 8 6 6 - 2 4 3 3 a a 0 3 1 3 0 5 @p r e f . o k i n a wa . l g . j p
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こども が できなく なる 手術 など を うけた 人

1500万円  です。

こども が できなく なる 手術 など を

うけた 人 の 結婚相手

  500万円  です。

※本人 が 亡くなって いる 場合 には その 家族 が うけとる こと が できます。

こども が できなく なる 手術 など を うけた 人

  320万円  です。

※補償金 を うけた 場合 も うけとる こと が できます。

おなか の 中 の 赤ちゃん を うめなく された人

  200万円  です。
※ 優生手術等一時金 を うけた 場合 は うけとる こと が できません。

お金 を うけとる こと が できる 人 は

どのような 人 ですか？

また、うけとるお金は いくらですか？

いつまで 手続き が できますか？

令和 12年 の 1月 16日 まで です。

まずは住んでいる都道府県や

こども家庭庁の 窓口に

相談しましょう。

ご希望 が あれば 手続き を

弁護士が無料でお手伝いします。

かね ひと

ひと

か
ね

補償金

優生手術等一時金

人工妊娠中絶一時金

                                   ほ                                                 しょう                                                         きん

しゅ  じゅつ   ひと

まん   え
ん

まん   え
ん

しゅ  じゅつ

ひと        けっ   こん    あい     て

ほん にん               な       ば   あい    か   ぞく

ゆう            せい              しゅ          じゅつ          とう             いち                   じ                  きん
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まん   えん
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か      てい   ちょう                   まど     ぐち

そう    だん
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べん      ご        し                      む    りょう                              て       つだ

都道府県 の 窓口 は 次 の ページ に あります。

こども家庭庁 の 窓口

電話番号 03-3595-2575 FAX 03-3595-
2753
メールアドレス kodomokatei.hoshokin@cfa.go.jp

受付時間 10:00～17:00

(月曜日 から 金曜日。土日祝日 年末年始 を 除

く。)

と      どう    ふ    けん       まど  ぐち つ
ぎ
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障害者の希望を踏まえた結婚・出産・子育てに係る支援の推進①

○ 障害者の希望を踏まえた結婚・出産・子育てに係る支援に関して、事例集を周知するとともに、支援の推進に関
する留意事項について、各都道府県・市区町村宛てに通知（令和６年６月５日付け厚生労働省・こども家庭庁連名
通知）

１．本人の希望の実現に向けた意思決定支援・支援体制構築

・市区町村の障害保健福祉部局では、資源の開発・連携の強化を含めた、地域の支援体制を構築すること。特に、障害者の妊娠・出産や子
育てに係る支援に当たっては、関係部局・機関、事業所等が連携し、必要なサービスの活用や見守り等の支援体制の構築が重要。

・都道府県は、市区町村の連携体制・支援基盤の整備等を支援するとともに、研修等により事業者の意思決定支援の取組を推進すること。

２．障害保健福祉施策と母子保健・児童福祉施策等の連携

・市区町村は、必要に応じ妊産婦・児童の福祉や母子保健の相談窓口に障害者がつながり、必要な支援が確実に行われるよう、障害福祉部
局は、母子保健部局・児童福祉部局と連携し、事業者に相談窓口・支援施策を周知するとともに、日頃からの連携体制を構築すること。

３．活用できる施策等

・こども家庭センター等で、サポートプランを作成する際、障害福祉の事業者等とも連携する等、活用できる施策を最大限活用すること。
・障害保健福祉分野の施策では、基幹相談支援センター、各種相談支援、自立生活援助、居宅介護等の活用が考えられる。
・こども家庭センタ－等では、各種子育て支援施策の活用が可能であり、児童福祉部局では、これらの施策について、障害福祉事業者や

障害者・その家族への周知・理解促進に取り組むことが重要。

４．共同生活援助（グループホーム）における留意事項

・グループホーム事業者は、相談支援事業者や関係機関と連携の下、障害者の希望を踏まえて結婚・出産・子育ての支援を実施すること。
・グループホームは、障害者ではない家族が同居しての支援は基本的に想定していないが、利用する障害者が出産した場合で、直ちに新た
な住居等を確保することが困難な場合は、それまでの間、こどもと同居を認めても差し支えない（※） 。
（※）事業者は、新たな住居の確保等の支援や、関係機関による適切な支援体制の確保に努めるとともに、他の障害者の支援に支障が生じないよう十分留意。

障害福祉
（障害者の地域生活を

支える支援）

母子保健、児童福祉
（妊産婦及び乳幼児の健康の保持

・増進や児童の健全な養育の確保）

市町村
(障害福祉部局・母子保健、児童福祉部局）

連 携

都道府県（障害福祉部局・児童福祉部局）、都道府県（自立支援）協議会、児童家庭支援センター

バックアップ

通知全文はこちら↓（支援体制イメージ）

地域の支え合い
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障害者の希望を踏まえた結婚・出産・子育てに係る支援の推進②

○総理発言（令和６年７月29日 第１回障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた対策推進本部）（抄）

この際、関係大臣に対し、４点指示いたします。
第１に、結婚、出産、子育てを含め、障害者がどのような暮らしを送るかは本人が決めることを前提として、障

害者の意思決定の支援に配慮しつつ、希望する生活の実現に向けた支援を行うことが必要です。
このためには、障害者の地域生活の支援と併せて、障害福祉や母子保健・児童福祉の関係機関・事業所が連携し、

必要なサービスの活用や見守り等の支援体制を構築していくことが不可欠であり、本年６月に示されている事例集
の周知徹底を図るなど、取組を推進してください。

（略）

○基となった調査研究

令和５年度障害者総合福祉推進事業

「障害者が希望する地域生活を送るための
意思決定支援等の取組に関する調査研究」

（PwCコンサルティング合同会社）

https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/track-record/
welfare-promotion-business2024.html

報告書・意思決定支援 取組事例集・
障害者が希望する「結婚・出産・子育て」支援 取組事例集

本年度中に、自治体や事業者、支援者等向けに解説動画を作成するとともに、当
事者の方にも事例集の内容が伝わりやすいリーフレットを作成予定。
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障害者が希望する「結婚・出産・子育て」支援 取組事例集の周知
障害当事者にもわかりやすいリーフレットの作成

○ 障害者が希望する「結婚・出産・子育て」支援 取組事例集を周知するとともに、令和６年度に、自治体や事業者、

支援者等向けに解説動画や当事者の方にも事例集の内容が伝わりやすいリーフレットを作成。

事例集はこちら↓

当事者の方にも
わかりやすいリーフレット（イメージ）

※現在作成中であり、変更の可能性があります。

障害者が希望する「結婚・出産・子育て」支援 取組事例集
（関係自治体・事業者・支援者等に周知）

令和５年度障害者総合福祉推進事業
「障害者が希望する地域生活を送るための

意思決定支援等の取組に関する調査研究」
（PwCコンサルティング合同会社）

※このほか、連名通知の内容や事例集についての解説
動画を作成中

95



障害者が希望する「結婚・出産・子育て」支援 取組事例集の周知
障害当事者にもわかりやすいリーフレットの作成

○ 障害者が希望する「結婚・出産・子育て」支援 取組事例集を周知するとともに、令和６年度に、自治体や事業者、

支援者等向けに解説動画や当事者の方にも事例集の内容が伝わりやすいリーフレットを作成。

当事者の方にも
わかりやすいリーフレット（イメージ）

障害者が希望する「結婚・出産・子育て」支援 取組事例集
（関係自治体・事業者・支援者等に周知）

令和５年度障害者総合福祉推進事業
「障害者が希望する地域生活を送るための

意思決定支援等の取組に関する調査研究」
（PwCコンサルティング合同会社）

通知内容や事例集についての解説動画
（イメージ）

ホームページはこちら↓
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